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序     文  
 

チュニジア共和国では、EUとのパートナーシップ協定締結に伴い、これまで保護政策

の下に置かれてきた国内産業、特に中小企業の生産性をレベルアップし、国際競争力を確

保・強化することが喫緊の課題となっており、1995年以来、国家開発戦略として「産業レ

ベルアップ計画（Mise a Niveau）」を推進しています。  
チュニジア共和国政府は、このような背景の下、工業・エネルギー・中小企業省傘下に、

国家品質事業管理ユニット（UGPQ）を設置し、UGPQが品質 /生産性向上活動の普及を行

ううえで必要な政策、実施体制への提言に係る包括的なマスタープラン及びアクションプ

ランの策定をわが国に対し要請し、2006年から2008年にかけて JICAは開発調査「品質 /生
産性向上マスタープラン調査」を実施しました。  

同開発調査では、パイロットプロジェクトとして電気・電子及び食品加工サブセクター

における企業診断･指導をUGPQとともに行い、具体的な成果をあげるとともに、品質 /生
産性向上に係るマスタープランへの提言を引き出しました。他方で、チュニジア共和国側

が診断･指導を行う人材を自律的に養成し、パイロットプロジェクトの対象セクター以外

のセクターも含めて企業からの指導･普及ニーズに応える体制を構築するには至っておら

ず、以上を背景に、今般、チュニジア共和国政府より、同提言も踏まえて、生産性向上分

野について、更に他のサブセクターへの普及や政府における持続的な支援体制の構築に係

る技術協力プロジェクトが要請され、独立行政法人国際協力機構（ JICA）は、2009年2月

に詳細計画策定調査団を派遣し、プロジェクトの枠組みについて協議しました。 JICAは

協議結果を協議議事録（M/M）として取りまとめ、チュニジア側と署名・交換を行い、そ

の後、同M/Mを踏まえ、討議議事録（R/D）の署名を行いました（2009年5月11日付）。  
本報告書は、以上の協議・調査結果をまとめたものです。  
ここに本調査団の派遣に関し、ご協力いただいた日本・チュニジア共和国両国の関係各

位に対し、深甚なる謝意を表するとともに、併せて今後のご支援をお願いする次第です。  
 
平成21年5月  

 
独立行政法人国際協力機構  

産業開発部長 新井 博之  
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CSNEECF Chambre Syndicale Nationale des Entreprises, 
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事業事前評価表 
 
１．案件名 
チュニジア共和国「品質/生産性向上プロジェクト」 
（Project on Quality/Productivity Improvement） 
２．協力概要 
（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本事業は、UGPQ（国家品質事業管理ユニット）、CETIME（機械・電気産業技術センタ

ー）、PACKTEC（包装技術センター）の、優先セクター（電気･電子分野、機械分野、包

装分野）における品質/生産性向上に係る普及・支援サービスを提供する能力が向上する

ことをめざす。そのために、チュニジア共和国（以下、「チュニジア」と記す）政府内の

品質･生産性向上支援に係る組織・体制の整理、中小企業の品質･生産性向上活動に係るコ

ンサルティング･サービスを提供するUGPQ、CETIME、PACKTEC内のコンサルタント

（指導員）が継続的に育成される仕組みの構築、UGPQを中心とした品質/生産性向上活動

に係る情報発信（企業や民間コンサルタント向け普及・指導セミナーを含む）能力の向上

を図る。 
（２）協力期間：3年間（2009年10月～2012年9月） 
（３）協力総額（日本側）：約3億5,800万円 
（４）協力相手先機関：UGPQ、CETIME、PACKTEC 
（５）国内協力機関：未定 
（６）裨益対象者及び規模：UGPQ及び技術センター職員（直接的にはCETIME及びPACKTEC

の20名、間接的には他のセンターも含めて60名）、民間コンサルタント30名、モデル企

業約60社 
（７）協力実施地域：チュニジア全土 
３．協力の必要性・位置づけ 
（１）現状及び問題点 

チュニジアでは、欧州連合（EU）とのパートナーシップ協定締結に伴い、2008年まで

に関税障壁の撤廃が進んでおり、これまで保護政策の下に置かれてきた国内産業、特に中

小企業の生産性をレベルアップし、国際競争力を確保・強化することが喫緊の課題となっ

ている。この政策実現のため、1995年以来、国家開発戦略として「産業レベルアップ計画

（PMN）」を推進している。なかでも、生産管理技術と製造技術の強化が急務となってお

り、この課題の対策として、産業・エネルギー・中小企業省（MIEPME）傘下に、UGPQ
が設置された。 

UGPQは、これまで産業分野ごとに設立されていた技術センターより推薦されたスタッ

フで構成される時限的組織であり、品質管理、生産性向上に向けた取り組みを指導するこ

とを目的としている。UGPQの活動により、2009年末までには、総計1,300企業が国際標準

化機構（ISO）等の、品質･生産性を含むマネージメント国際規格を取得するとしてい

る。 
チュニジア政府は、このような背景の下、UGPQが品質/生産性向上活動の普及を行うう

えで必要な政策、実施体制への提言に係る包括的なマスタープラン及びアクションプラン

の策定をわが国に対し要請し、2006～2008年にかけてJICAは開発調査「品質/生産性向上

マスタープラン調査」を実施した。 
同開発調査では、パイロットプロジェクトとして電気・電子及び食品加工サブセクター



 

における企業診断･指導をUGPQや技術センターとともに行うことで、具体的な成果をあ

げるとともに、生産現場での5Sやカイゼンにより、新規の機械設備導入を伴わずとも品

質/生産性を向上させる余地があることを検証し、品質/生産性向上に係るマスタープラン

への提言を引き出した。他方で、こうした生産現場レベルでの品質/生産性改善の指導を

行う人材やノウハウは十分にチュニジアに存在していないことから、チュニジア側が診

断･指導を行う人材を自律的に養成し、パイロットプロジェクトの対象セクター以外のセ

クターも含めて企業からの指導･普及ニーズに応える体制を構築するには至っていない。

以上を背景に、今般、チュニジア側より、同提言も踏まえて、生産性向上分野について、

更に他のサブセクターへの普及や政府における持続的な支援体制の構築に係る技術協力プ

ロジェクトが要請された。より具体的には、UGPQによる品質/生産性向上に係る体制整備

や広報・普及活動の促進、技術センター（CETIME及びPACKTEC）による企業への現場

指導能力の向上が求められている。 
 
（２）チュニジア政府国家政策上の位置づけ 

チュニジア政府は、1995年以来、国家開発戦略として「PMN」を推進しており、優先

分野として工業開発（品質管理、生産性向上、職業訓練、中小企業振興）をあげている。

本国家開発戦略は、第11次5ヵ年計画（2007～2011年）においても引き続き踏襲されてい

る。また、PMNの具体的サブプロジェクトとして、上述のUGPQを設置し、2009年末まで

には、総計1,300企業がISO等の、品質･生産性を含むマネージメント国際規格を取得する

としている。 
 

（３）わが国援助政策との関連、JICA国別援助実施方針上の位置づけ 
外務省の対チュニジア国別援助計画では開発上の課題として「生産性向上と経済の多様

化」の小項目である「産業競争力の強化」があげられている。また、JICA国別援助実施

方針の重点分野「産業界のレベルアップ支援」とも整合している。 
 
４．協力の枠組み 
〔主な項目〕 
（１）協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
［プロジェクト目標］ 

UGPQ、CETIME、PACKTECの、優先セクター（電気･電子分野、機械分野、包装分

野）における品質/生産性向上に係る普及・支援サービスを提供する能力が向上する。 
［指 標］ 
① 普及・支援活動の実績（400件） 
② 支援サービスに対する企業の満足度（80％） 
③ モデル企業の生産性（従業員１人当たり付加価値）の向上（平均20％） 
④ モデル企業の不良品率の低下（平均50％） 

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 
［上位目標］ 

優先セクターの中小企業に品質/生産性向上活動が普及する。 
［指 標］ 
① 品質/生産性向上に関する活動を行う企業数（600社） 



 

② 品質/生産性向上普及活動の実績 
③ 品質/生産性活動に係る中小企業の認知度・理解度 
 

（２）成果（アウトプット）と活動 
成果１．チュニジア政府内の品質･生産性向上支援に係る組織・体制が整理される。 

活動1-1 プロジェクト実施に係る戦略の策定（育成コンサルタントの数、コン

サルティング、普及活動などの目標を含む） 
活動1-2 年間活動計画及びモニタリング･評価システムの策定 
活動1-3 モニタリング･評価のフィードバック 
活動1-4 国内関係機関との連携構築・セミナー等による情報交換 
活動1-5 海外関係機関との連携構築 
活動1-6 プロジェクト後の長期的な体制案の策定 
［指 標］ 
1-1 UGPQ、CETIME、PACKTECでの活動計画・実施体制の整備状況 
1-2 カウンタパート（C/P）機関の長期体制案がチュニジア政府内の決定プロセ

スにのる 
1-3 他組織との連携活動の実績 

 
成果２．中小企業の品質･生産性向上活動に係るコンサルティング･サービスを提供する

UGPQ、CETIME、PACKTEC内のコンサルタントが継続的に育成される仕組みが

つくられる。 
活動2-1 コンサルタント育成計画の策定（到達が期待されるレベル、モデル企

業の選定を含む） 
活動2-2 コンサルタント育成活動の実施〔コンサルティング・サービス、オ

ン・ザ・ジョブトレーニング（OJT）を含む〕 
活動2-3 コンサルタント育成活動の評価とフィードバックによる改善案の策定 
活動2-4 コンサルティング・データの蓄積 
活動2-5 各種マニュアルの作成・改訂メカニズムの確立 
［指 標］ 
2-1 一定の能力基準に達したコンサルタント1数20名 
2-2 フィードバックによる育成事業改善実績 
2-3 コンサルティング事例集・データの蓄積状況 
2-4 マニュアル作成・改訂実績 

 
成果３．UGPQを中心に、品質/生産性向上活動に係る情報発信能力が向上する。 

活動3-1 広報・情報発信戦略の策定 
活動3-2 セミナー、広報活動の改善（年間4回の企業向けセミナー及び4回の職

業訓練校・民間コンサルタント向けワークショップを含む） 
［指 標］ 
3-1 情報発信実績（件数、内容） 

                                                        
1 CETIME及びPACKTECのコンサルタント20名が、企業への指導サービス提供を行う後進を独力で養成できるレベルに達す

る。 



 

（３）投入（インプット） 
１）日本側（総額約3億5,800万円） 

・短期専門家（総括/組織・普及、電機･電子、機械、包装） 
・研修員受入：コンサルタント（企業指導員）6人1ヵ月×3回、幹部レベル3人数週間×

1回 
・機材供与：巡回用車両2台、巡回用ノートPC3台、巡回用ビデオカメラ3台、セミナ

ー・研修用プロジェクター1台、その他必要な機材 
・事業運営経費の負担支援（セミナー開催費等の一部） 

２）チュニジア側（約3,300万円及びUGPQの人件費・ランニングコスト等） 
・人員：プロジェクト総括責任者〔MIEPME戦略総局（DGIM）局長）、プロジェクト実

施責任者（UGPQ局長）、UGPQコンサルタント6名ほか、CETIMEコンサルタント6～

8名、PACKTECコンサルタント3名、事務職員 
・施設：日本人専門家及びC/Pのための事務所スペースと業務に必要な設備（UGPQ、

CETIME、PACKTEC） 
・ローカルコスト：C/P人件費・活動諸手当、施設･設備・機材の維持管理費、その他運

営管理費 
 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 
１）成果達成のための外部条件 

・C/Pのほかの組織への大幅な異動がない。 
２）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・品質･生産性向上支援活動の実施や体制維持に必要な予算･人員が適切に配置される。

３）上位目標達成のための外部条件 
・政府の品質･生産性向上普及に係る方針が大きく変更しない。 
・優先セクター企業の品質/生産性向上のニーズが変わらない。 

４）最上位目標達成のための外部条件 
・優先セクター以外にも適切に普及する政府方針が大きく変わらない。 
・各セクター企業の品質/生産性向上のニーズが変わらない。 

 
５．評価5項目による評価結果 

（１）妥当性 
本案件は以下の点から妥当性が高い。 

１）チュニジア政府政策との整合性 
第11次開発5ヵ年計画（2007～2011年）において、目標のひとつとして「産業競争力

の向上」を掲げており、本プロジェクトはそれに整合する。MIEPMEが推進するPMNと

品質向上国家計画（PNQ）に合致している。 
２）対象セクター選定の適切性 

電気･電子分野、機械分野の輸出は近年大きく成長しており、又包装分野も輸出との

関連が深く、政府のめざす輸出競争力強化に貢献すると見込まれる。 
３）日本側援助方針との整合性 

外務省対チュニジア国別援助計画において「産業競争力強化」を開発課題とし、

JICA国別援助実施方針では「産業界のレベルアップ支援」を重点課題に位置づけてお

り、本プロジェクトの目標はこれらに合致する。 



 

４）わが国の比較優位 
本案件の対象とする生産性・品質管理の技術分野は日本の製造業が他国に先んじた知

識・経験を有していて、又、JICAとしても過去に同分野の技術協力を実施しているこ

とから、日本が協力することの優位性が高い。 
 

（２）有効性 
本案件については、以下の点から有効性が確保されている。 

１）高評価を得て終了した開発調査「品質/生産性向上マスタープラン」のパイロットプ

ロジェクトと同様の手法を用いつつ、更に本格的な実施体制の下で技術移転を進めてい

くことから、プロジェクト活動の実施による成果の達成を通じ、目標である「UGPQ、

CETIME、PACKTECの、優先セクター（電気･電子分野、機械分野、包装分野）におけ

る品質/生産性向上に係る普及・支援サービスを提供する能力が向上する」は十分達成

可能と見込まれる。 
２）プロジェクト目標の達成には、広報・普及をはじめとしてセクター横断的な品質/生

産性向上活動全般を推進するUGPQの能力強化と各セクターでの技術指導を行う

CETIME、PACKTECの能力強化が必要となるが、成果３及び成果２がそれぞれに貢献

するとともに、UGPQ及び各技術センター、更には内外関係機関との連携を含めた、チ

ュニジアにおける品質 /生産性向上活動への総合的な支援体制を整理する成果１によ

り、総合的かつ長期的な視点も含めてプロジェクト目標が達成されることが見込まれ

る。 
３）目標達成の外部条件となる先方実施機関の予算、人員も確保される見通しである。 

 
（３）効率性 

本案件については以下の理由から効率性が見込まれる。 
１）開発調査「品質/生産性向上マスタープラン」のパイロットプロジェクトの経験を生

かした実施、実施機関の既存施設・機材の有効活用、技術移転内容に即した日本人専門

家の選定・派遣により、効率性が確保されると見込まれる。 
２）実施機関が3ヵ所に分散しているため関係者間の密接なコミュニケーションの確保に

留意が必要であり、又、同時期に実施されるEUプロジェクトとの調整も不可欠と考え

られるが、同様の状況下で開発調査のパイロットプロジェクトは成果をあげており、大

きな支障が生じることは見込まれない。 
 

（４）インパクト 
インパクトについては、以下の点につき発現が見込まれる。 

１）品質/生産性向上に関する政策変更、環境変化は当面考えられず、プロジェクト目標

達成後の自立発展により上位目標である「優先セクターの中小企業に品質/生産性向上

活動が普及する」は達成可能と見込まれる。特に、当プロジェクトでは、新たな機材導

入等を伴わずに実行可能な品質/生産性向上活動に焦点をあてており、又、技術センタ

ーの指導を受ける際には補助を受けられる制度が現有するため、企業の規模や資金に限

らず、普及の見込みは比較的高いと判断される。 
２）プロジェクト内の普及・広報活動により、当プロジェクトの実施機関である2つの技

術センター以外に存在する6つの技術センターを中心に対象セクター以外のセクターで

の品質/生産性向上に係る支援能力の向上、又セミナー等を通じた民間コンサルタント



 

の能力向上も期待できる。 
 

（５）自立発展性 
自立発展性は評価の結果、以下のように見込まれる。 

（政策・制度面） 
１）中長期的にも産業競争力強化、品質/生産性向上に関する大きな政策・制度変更は

見込まれず、プロジェクトの発展を導くと期待できる。 
（組織・財政面） 

１）プロジェクト終了後に広報普及をはじめ、セクター横断的な政策施策を担当する

UGPQがそのまま恒久的な部署として位置づけられる結果となるか未定2であるが、

実質的にセクターごとの生産現場での指導ノウハウを中心に品質/生産性向上支援サ

ービスを実施する技術センター（CETIME、PACKTEC等）は今後も存続すると見込

まれ、現場指導に係る組織的持続性は高い。同時に、UGPQを中核とする長期的な体

制の検討もプロジェクトのスコープに入っており、全体的な品質/生産性向上支援に

係る組織面においても自立発展性を阻害する要因は小さい。技術センターの対企業サ

ービスは予算面で拡大傾向にある。人員数は安定推移している。 
（技術面） 

１）チュニジア側は、例えばチュニジア人のシニアなコンサルタントが若手とペアにな

って日本人専門家と企業訪問を行い、後進の育成を行う等の考えももっており、プロ

ジェクトの後半では、チュニジア人C/Pが前面に出て各種活動を行い、又、チュニジ

ア人人材を育成できるようになることが見込まれ、プロジェクト終了後も同C/Pを中

心に継続的にノウハウが継承される見込みである。 
２）また、企業への実地のコンサルティング活動のみならず、コンサルタントを育成す

る内部での研修・座学についても、チュニジア側が継続的に行える能力を向上させる

ことを期待しており、日本人専門家とチュニジア人コンサルンタントが研修・座学の

指導や、マニュアルの作成・改訂を共同して行い、最終的にはチュニジア側が独自に

できるようになることが見込まれる。 
３）品質/生産性向上技術は知識として比較的普及しているもののSMEにおける実践の

浸透度は低く、技術陳腐化のおそれは当分ないと予想される。 
 
６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
（貧困・ジェンダー） 

本案件では、産業セクターの競争力強化を支援することで、産業開発を促し、雇用促進にも

貢献することが期待されている。失業問題は女性及び若年層という社会的な弱者で特に顕著で

あることから、本案件が貧困、ジェンダー等に対し、負の影響をもつことはないと評価でき

る。 
（環 境） 

本件では生産性・品質向上の手法のなかで、5S、職場における安全などについても対応す

ることになる。また、効率的な生産活動の実践により、資源の省力化がはかられることから、

環境面に対する負の影響をもつことはないと評価できる。 

                                                        
2 UGPQは現時点で2010年までの時限的組織だが、2013年までの存続が法規上更新される予定（大臣了承済み）であることを

詳細計画策定調査の協議議事録（M/M）にて確認した。 



 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 
（１）チュニジアの類似案件：「品質/生産性向上マスタープラン調査」（2006～2008年） 

上記開発調査では、新規の機械設備の導入を伴わずとも可能な品質/生産性向上の余地

が残されているとの仮説を基に、レイアウト改善、5S、QC7つ道具等の指導が有効である

ことを検証した。 
今回のプロジェクトでも上記開発調査同様、新規の機械設備の導入を前提としない品

質･生産性向上指導を行うことを想定し、具体的な改善手法は、セクターや個別の企業に

即して判断するが、類似のツールを用いた指導能力の向上を図ることとしている。 
 

（２）国外の類似案件：コスタリカ生産性向上プロジェクト（2001～2006年） 
上記プロジェクトでは、中米域内産業技術育成センター（CEFOF）に対し、2001～

2006年に対して行った技術協力プロジェクトで、CEFOFの組織体制確立、コンサルティ

ング・サービス、生産管理、品質管理、業務管理、生産性測定分野の技術移転、情報･普

及促進サービスの充実の分野での技術協力支援を行った。 
上記案件からの教訓としては、生産性向上分野の経営コンサルタント育成を目標とする

技術協力プロジェクトの場合、公共部門と民間部門との間における役割分担の状況を把握

するために、事前調査の段階で、その役割分担の部分について詳細な調査を実施する必要

がある点があげられる。 
本件プロジェクトでは、詳細計画策定調査の際に官民双方から意見を聴取し、公的機関

である技術センターによるコンサルティング活動について、民間コンサルタントの一部か

らは政府に有利な競争条件となっているとの声もあった。本件プロジェクトの究極的な目

標は、チュニジア産業における品質/生産向上活動の普及・促進であるが、チュニジア産

業界の現状では、本件プロジェクトで扱うような企業の生産現場における生産管理技術の

向上を指導できるコンサルタントはチュニジア国内に十分に存在していないと考えられ、

技術センターのコンサルタントサービスを通じて基本的な品質/生産性向上活動を行う企

業層を拡大することは妥当と考えられる。他方で、長期的な品質･生産性向上支援に係る

組織・体制を検討する際には、将来的な官民の役割分担の方向性について十分留意する。

また、コンサルティング活動対象となる企業についても、シックスシグマ等の指導を望ん

でいるようなハイエンドな企業層向けのコンサルタント活動は民間コンサルタントに委

ね、技術センターはより基礎的な技法で多くの中小企業の底上げを図り、それらがハイエ

ンドな企業層への移行につながるような役割に限定することが適当と整理した。 
 
８．今後の評価計画 

・中間レビュー：プロジェクト終了1年半前 
・終了時評価：プロジェクト終了6ヵ月前 
・事後評価：プロジェクト終了後3年後 

 
 



 



第１章 詳細計画策定調査団の派遣 
 
１－１ 調査団派遣の背景 

チュニジア共和国（以下、「チュニジア」と記す）では、欧州連合（EU）とのパートナーシッ

プ協定締結に伴い、2008年までに関税障壁の撤廃が進んでおり、これまで保護政策の下に置かれ

てきた国内産業、特に中小企業の生産性をレベルアップし、国際競争力を確保・強化することが

喫緊の課題となっている。この政策実現のため、1995年以来、国家開発戦略として「産業レベル

アップ計画（PMN）」を推進している。なかでも、生産管理技術と製造技術の強化が急務となっ

ており、この課題の対策として、工業・エネルギー・中小企業省傘下に、国家品質事業管理ユニ

ット（UGPQ）が設置された。 
UGPQは、これまで産業分野ごとに設立されていた技術センターより推薦されたスタッフで構

成される時限的組織であり、品質管理、生産性向上に向けた取り組みを指導することを目的とし

ている。UGPQの活動により、2009年末までには、総計1,300企業が国際標準化機構（ISO）等の、

品質･生産性を含むマネージメント国際規格を取得するとしている。 
チュニジア政府は、このような背景の下、UGPQが品質/生産性向上活動の普及を行ううえで必

要な政策、実施体制への提言に係る包括的なマスタープラン及びアクションプランの策定をわが

国に対し要請し、2006～2008年にかけてJICAは開発調査「品質/生産性向上マスタープラン調

査」を実施した。 
同開発調査では、パイロットプロジェクトとして電気・電子及び食品加工サブセクターにお

ける企業診断･指導をUGPQや技術センターとともに行い、具体的な成果をあげるとともに、生

産現場での5Sやカイゼンにより、新規の機械設備導入を伴わずとも品質/生産性を向上させる余

地があることを検証し、品質/生産性向上に係るマスタープランへの提言を引き出した。他方で、

チュニジア側が診断･指導を行う人材を自律的に養成し、パイロットプロジェクトの対象セクタ

ー以外のセクターも含めて企業からの指導･普及ニーズに応える体制を構築するには至っていな

い。以上を背景に、今般、チュニジア政府より、同提言も踏まえて、生産性向上分野について、

更に他のサブセクターへの普及や政府における持続的な支援体制の構築に係る技術協力プロジェ

クトが要請され、日本政府により採択された。 

 
１－２ 調査団派遣の目的 

本調査においては、プロジェクトの具体的内容を調査し、想定される実施体制、協力範囲、

内容、スケジュール等につき、チュニジア側関係機関〔産業・エネルギー・中小企業省、UGPQ、

機械・電気産業技術センター（CETIME）、包装技術センター（PACKTEC）〕と協議を行い、討

議議事録（R/D）案に合意のうえ、同案を添付し、その他合意事項をまとめた協議議事録

（M/M）を署名する。 
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１－３ 調査団員構成 

氏 名 分 野 所 属 

村上 博信 団長/総括 独立行政法人国際協力機構 産業開発部 中小企業

課長 

昌谷 泉 評価分析 株式会社グローバル･グループ21ジャパン  シニ

ア・コンサルタント 

嶋村 譲 品質・生産性 株式会社 経営技術機構 取締役/経営･技術コンサ

ルタント 

久保 英士 協力計画 独立行政法人国際協力機構 産業開発部 中小企業

課 
 

１－４ 調査日程 

 2009年2月1日（日）～15日（日） 

 評価分析/品質生産性 団員 官団員 

2月1日 東京発、チュニス着 

2月2日 

08:30～09:30 事務所打合せ 
10:00～13:30 産業・エネルギー・中小企業省（MIEPME）
〔戦略総局（DGSI）、製造産業総局（DGIM）、UGPQ〕 
16:00～17:00 MIEPME（DGIM） 

2月3日 

09:00～11:00 CETIME 
11:45～13:00 全国機械産業連盟（FEDMEC） 
14:20～15:30 亜鉛鋳造製品製造の企業視察 
16:10～16:30 全国電気電子産業連盟（FEDELEC） 
16:40～17:30 自動車用ケーブル製造の企業視察 

2月4日 

09:00～11:20 PACKTEC 
14:00～15:15 パッケージ、カタログ等印刷の企業視察 
16:00～17:20 多層フィルム印刷の企業視察 
17:40～19:00 研究・コンサルティング・研修企業組合

（CSNEECF） 

2月5日 
09:00～11:00 産業振興庁（API） 
14:00～16:15 産業近代化計画（PMI） 
15:00～16:10 松庫/廣木シニア海外ボランティア（SV）

（PACKTEC配属）からのヒアリング  
16:00～16:50 UGPQ（評価分析団員のみ） 

別調査に従事 

2月6日 

19:00～20:00 団内打合せ 

2月7日 
プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、業務実施計画（PO）、M/M見

直し 

2月8日 PDM、PO、M/M見直し 

2月9日 

08:30～11:00 団内打合せ 
11:00～12:15 佐々木SV〔中小企業金融銀行（BFPME）配属〕からのヒアリング

14:45～17:30 MIEPME、UGPQ、CETIME、PACKTECのM/M、R/D案説明 

2月10日 

09:00～10:30 CETIMEとの協議 
11:00～12:30 自動車用ケーブル製造の企業視察 
14:30～16:30 PACKTECとの協議 

2月11日 09:30～13:00 MIEPME、UGPQ、CETIME、PACKTECとのM/M等協議 
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2月12日 

09:30～11:45 MIEPME、UGPQ、CETIME、PACKTECとのM/M等協議・署名 
15:30～16:30 外務省表敬 
17:00～17:45 UGPQ視察 

2月13日 

09:00～10:00 在チュニジア日本大使館報告 
10:15～10:45 JICAチュニジア事務所報告 
チュニス発 
パリ着 

2月14日 パリ発1 

2月15日 東京着 

 
１－５ 主要面談者 

・MIEPME 
（DGSI） 

Ms. Samira BEN AMARA, General Director of Industrial Strategies 
Mr. Hamdi GUEZGUEZ, Director of Industrial Environment 
Ms. Fekria ROMDHANI, Deputy Director of Quality, DGSI 

（DGIM） 
Ms. Noura Laroussi Ben Lazreg 局長、ほか 
（Bureau of International Cooperation） 
Ms. Ichraf SMADHI, Sous-directeur 

（UGPQ） 
Ms. Amel BEN FARHAT, Director  
Mr. Ezzeddine FERCHICHI, Head of Service 

（CETIME） 
Mr. Mohamed Ferid Herelli, Director General  
Mr. Mohamed Ouazaa, Director of Technique 
Mr. Mohamed Moncef HAJJI, Director, Technical Center for Mechanical and Electrical Industries  
Mr. Mahmoud Ramzi EL METHAMEM, Chef de Service 

（PACKTEC） 
Ms. Lemia Chekir Thabet, Director General 
Mr. Jalel HORRICHE, Technical Director 
Mr. Badi Klibi, Chief of Dept of Assistance and Consulting 
Mr. Mohamed Amine GHARBI, Consultant 
松庫 義弘JICA SV 
廣木 哲也JICA SV、ほか 

（API） 
Mr. Fethi Gouddi, Director of Research 
Mr. Salem Bouarada, Director of Documentation Center 
 

                                                        
1 チュニス発便の遅延により、パリでの13日中の乗り継ぎが不可能となった。 
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PMI事務局（UGPMI） 
Mr. Mourad AMOURI, UGPMI administrateur 
Ms. Caroline GALLEZ, team leader  
Mr. Touhami CHABIR, PMI expert 
Mr. Abdelwaheb JEBARI, PMI expert 
Ms. Yousser RIAHI, PMI expert 

 
・外務省 

Mr. Nabil Ben KHEDHER, Dircteur Adjoint, Japon et Pays Asie Continentale Est 
 
・FEDELEC 

Mr. Hichem Elloumi, President 
 

・FEDMEC 
Mr. Bechir Boujdai, President、ほか 
 

・CSNEECF 
Mr. Faousi Belhaj, Rep. for President 
Mr. Mustapha Boubaya, PMI Consultant、ほか 
 

・BFPME 
佐々木 馨JICA SV 
 

・中小企業5社 
 
・在チュニジア日本大使館 
 遠藤大使 
 笹嶺二等書記官 
 
・JICAチュニジア事務所 
 町田所長 
 角前次長 
 根岸所員 
 Karima KEFI所員 

 
１－６ 調査結果概要 

プロジェクトの主要な枠組み・留意点を以下のとおり確認した。 
（１）プロジェクト目標 

UGPQ、CETIME、PACKTECの、優先セクター（電気･電子分野、機械分野、包装分野）

における品質/生産性向上に係る普及・支援サービスを提供する能力が向上する。 
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（２）主な活動・成果 
●体制構築・整備（品質･生産性向上支援に係る組織・体制が整理される） 
●コンサルタント育成（UGPQ、CETIME、PACKTEC内のコンサルタントが継続的に育成さ

れる仕組みがつくられる） 
●広報･普及活動（UGPQを中心に、品質/生産性向上活動に係る情報発信能力が向上する） 

 
（３）カウンターパート（C/P）機関 

UGPQ、CETIME、PACKTEC 
 
（４）プロジェクト期間 

2008年10月頃（1人目の専門家派遣時）より3年間の予定 
 
（５）その他留意点 

●企業への巡回指導を年間20社程度に行うが、企業の業績向上自体ではなく、あくまで技術

センターのコンサルタント育成の一環〔オン・ザ・ジョブトレーニング（OJT）〕として

行うことを主眼とする。 
●UGPQは現時点で2010年までの時限的組織だが、2013年まで存続が延長される予定

（MIEPME大臣了承済み）であることを確認した。 
 
（６）調査結果一覧 

調査項目 過去の調査結果、現状、及び課題 対処方針 調査・協議結果 

Ⅰ．詳細計画策定調査の実施 

１．調査の背景 ・開発調査「品質/生産性向上マス

タ ー プ ラ ン 調 査 」（ 2006.7 ～

2008.7） 
・2008年8月要請書接受。10月、

2008年度案件として採択通報。

  

２．調査の目的  
 

１）MIEPME、UGPQ、関連技術センタ

ー及び他の関係機関との意見交換を通

じて、本プロジェクトに関する先方ニ

ーズ、実施体制、C/Pの配置、専門家

受入体制の確認を行う。また、併せて

本プロジェクト実施の妥当性を検証す

る。 
 
２）プロジェクト目標、期待される成

果、投入、活動内容、日本側・チュニ

ジア側投入内容、活動スケジュール等

について協議を行い、R/D（案）、

PDM、POを作成し、それらの資料を

添付したM/Mを署名する。 

１）下記Vのとおり、5項目

に基づき、その妥当性を

確認した。 
 
 
 
 
 
２）R/D案、PDM、POを添

付したM/Mに署名した。2

３．合意文書  ・署名相手方としては、本件の主要C/P
であるUGPQ局長とUGPQ及び技術セ

ンターと密接なDGSI局長を想定して

・UGPQ局長及びDGSI局長

を署名相手として、M/M
に署名した。 

                                                        
2 その後、2009年5月11日にJICAチュニジア事務所を通じて、2月11日に調査団が署名したM/Mに添付したR/D案に基づいた

R/Dと、指標の目標値を新たに追加したPDMを添付したM/Mの署名を行った。 
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いるが、先方の意向を確認のうえ、決

定する。 
・プロジェクトの骨子はPDM、R/D案の

とおりとするが、調査内容に大幅な変

更を来たさないと判断される変更はこ

れを受け入れることとする。大幅な変

更をはじめ、先方と合意に至らない場

合には、必要に応じ論点をM/Mにて確

認する 

Ⅱ．プロジェクトの背景・基本情報 

１．要 請 の 背

景 / 対 象 セ

クター 
（M/M４．） 

チュニジア政府は2008年1月の

EUとの貿易自由化に伴い、産業競

争力の強化に取り組み、第11次5ヵ

年計画（2007～2011年）でも品質

向上に重点を置いている。政府

は、品質向上国家計画（PNQ）に

て、2009年末までに1,300社が ISO
等のマネージメント国際規格を取

得するとしており、これまで850社

が認証を得ている。 
さらに、JICA開発調査「品質/生

産性向上マスタープラン調査」の

結果も受けて、同調査が電機・食

品加工分野で行った企業指導等の

優先セクター（電気･電子分野、機

械分野、皮革･靴分野、包装分野）

への普及や政府における持続的な

品質･生産性向上支援体制の構築に

係る支援体制の構築に係る技術協

力プロジェクトを要請してきた。

・対象優先セクターのうち、皮革･靴分

野については十分なリソース確保が困

難な可能性もあり、又、対象セクター

も３つ程度に絞り込むことが妥当と考

えられるところ①電気・電子、②機

械、③包装の３つとすることを提案

し、M/Mにて確認する。 
 
 
 
・産業の競争力強化、特に品質･生産性

向上活動の普及･支援に係るチュニジ

ア政府の政策・施策（中小企業金融支

援を含む）を確認する。 
 
・品質･生産性向上活動促進における官

民の役割分担、官が支援する妥当性に

ついて確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・上記各サブセクターの中小企業を直接

訪問し、品質･生産性向上に係る課題

とニーズを調査する。 
 

・UGPQ及び8つの技術セン

ターに所属して品質向上

に関係するPNQコンサル

タント50名全員を対象に

協力を行うことも提案し

たが、先方は、電気・電

子、機械、包装に絞って

協力してほしいとの回答

もあり、3分野を対象セク

ターとすることを確認し

た。 
 
・第 11次 国 家 5ヵ 年 計 画

（2007～2011年）でも産

業の競争力向上を目標の

ひとつとしている。 
 
・技術センターのコンサル

テ ィ ン グ 活 動 は 、

MIEPME等は民業圧迫と

な ら な い と し た が 、

CSNEECFからは政府に有

利な競争条件となってい

るとの声もあり、本件協

力では、基本的で品質・

生産性向上の現場指導で

中底辺の中小企業の底上

げを図ることを第一にし

て、シックスシグマのよ

うなハイレベルな内容は

民間に委ねることを念頭

に置く。 
 
・シックスシグマのような

ハイレベルの指導を求め

る先進的な企業もあった

が、多くの企業は、基本

的な5S、カイゼンを必要

としていると見受けられ

た。 
２．所管官庁 MIEPME 

 
組織図入手済み。 
 
 UGPQを所管するのは、MIEPME
の大臣官房に設置された、品質/コ

・MIEPMEのUGPQ及び各技術センター

に係る指揮命令系統を確認し、プロジ

ェクトへの関与のあり方を検討する

〔基本的には、（品質/コーチング・コ

ミッティーの所管下の）UGPQとも密

接な関係にあり、かつ、技術センター

・ DGSI局長をプロジェク

ト・ダイレクターとする

ことを確認した。 
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ーチング・コミッティー。同コミ

ッティーは、品質とコーチングプ

ログラムに関する意思決定機関で

①大臣、② DGSI局長、③ API局
長、④UGPQ局長、⑤PMI局長、⑥

各技術センター局長からなる。 
同コミッティーは、1年に1回開催

され、品質・コーチングに係る戦

略目的を審議する。 
 
 8つの技術センターを所管するの

はDGSI。 
 

を所管するDGSI局長をプロジェク

ト・ダイレクターとして関与させる方

向で検討する〕。 
 
 
 
 

３．実施機関 
UGPQ 

●設立の経緯及

び活動内容 

（M/M10.） 

 
チュニジア政府が1995年より推

進している国家プロジェクト「産

業レベルアップ計画」の枠組みの

なかで、品質管理技術及び生産性

向上活動の普及という具体的課題

に対応するユニットとして2005年

７月に設立。 
法令上のミッション 
・品質、安全、衛生、安全管理の

方法の啓発 
・同分野の専門家、国内コンサル

タント及び企業内品質責任者養

成 
・試験所支援活動 
・以下３フェーズで2010年までの

活動 
‐フェーズⅠ（1年） 

品質・安全性向上コンサルタ

ント養成セミナー6回、経営者

向け品質･安全性向上啓発セミ

ナー12回、100社へ品質･安全性

向上技術支援 
‐フェーズⅡ（3年） 

品質・安全性向上コンサルタ

ント養成セミナー8回、経営者

向け品質･安全性向上啓発セミ

ナー12回、500社へ品質･安全性

向上技術支援 
‐フェーズⅢ（1年） 

認証を得られなかった企業へ

の支援、評価総括 
 

EUのイニシアティブによるPMI
において「品質管理」を担当とし

ており、同計画の5,000万ユーロの

資金のうち700万ユーロが企業の認

証取得支援に係る資金として割り

当てられている。 
UGPQは2010年までの時限的組

織とされているが、2009～2013年

まで実施予定のEUの支援（イノベ

ーション支援）をはじめとして今

・UGPQ2010年以降の存続期間に係る決

定とその根拠、存続期間後の方向性と

正式な決定プロセスを確認する。 
 
・現在の活動内容・頻度等を調査する。 
 
 
・PNQコンサルタント（要請書では資格

認定等について要望あるが、12月の質

問表回答では資格対象ではないとされ

ている）の位置づけ（官民いずれか、

給与体系）を確認するとともに、当初

要請の資格関連の要望について内容を

確認し、PDM等の活動項目に必要に

応じて反映させる。 
 
・今後の活動計画を調査する。 
 
・少なくともプロジェクト期間中は

UGPQが存続し、その後も今回移転さ

れる技術が適切に活用される旨をM/M
にて確認する。 

 
 

・現在の政令（Decree）で

は設立から5年間の存続だ

が、更に3年間存続の延長

を行う政令が出される見

込み（大臣は存続を承認

済み）との説明があっ

た。 
 
・PNQ（品質マネージメン

トプログラム）の枠組み

で活動するPNQコンサル

タントは技術センター所

属。本件プロジェクトで

は 、 UGPQ 、 CETIME 、

PACKTECのコンサルタン

トが現場指導できること

を期待しているとの説明

があった。 
 
 
・2013年まで存続が延長さ

れる見込みが高い旨M/M
で確認した。 
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後のプロジェクトが予定されてお

り、政令等により組織の期限を延

長することが検討されているとの

情報あり。 
また、2012年以降は、開発調査

の提言も踏まえつつ、2012年まで

の活動をレビューのうえ、その後

の組織体制を定めるとしていた

（開発調査終了時）。 
 

●組織・人員配

置 
 
（PO） 

‐法令では以下の人員配置。 
ディレクター（局長）1名 
サブディレクター 
（製造、サービス）2名 
部長2名 

 
【開発調査 2007年11月時点 18

名（出身母体）】 
局長 1名（MIEPME） 

 Secretary 2名 
次長（Deputy Director） 1名

（MIEPME） 
部長2名（MIEPME） 
ローカルコンサルタント 8名 
（各技術センター） 
国際コンサルタント 4名 
（EU支援のUGPMI） 
 
【2008年12月質問表回答】 
局長 

製造業企業支援担当次長（Sub-
director） 

同部長（Head of Department）
 製造業及びラボラトリー関連の

サービス業企業支援担当次長

（Sub-director） 
  同部長（Head of Department）
 コンサルタント 8名 
 
UGPQ職員の人事権は、MIEPME大
臣官房（局長）が所管している。

 

・各部局の役割及び人員配置（出身母を

含む）を確認する。 
 
・今後の人員配置・異動計画について確

認する。 
 
・（離職を防止する観点から）人事シス

テムや給与体系の裁量範囲の実態につ

いて確認する。 
 
・プロジェクトの各活動のC/Pとなる部

局・主要担当者を確認し、POに反映

する。 
 

・組織体制を確認するとと

もに、プロジェクトに参

加する予定のC/Pとその責

任部署を確認した。 
 

●予算措置 ・スタッフの給与はそれぞれの出

身母体が負担。 
・事務所経費はすべてMIEPMEが

負担（人事・財務部の所掌）。 
・ UGPQ としての独立予算はな

い。 
 

・ 新の予算状況及び今後の予算計画を

調査する。 
 

・人件費や一般管理費は

MIEPMEが負担。 
・ローカルコンサルタント

の費用には、2005～2009

年1月までに310万チュニ

ジア・ディナール（TD）

が支出された。これは産

業 競 争 力 強 化 基 金

（FODEC）から拠出。 
２）CETIME 
●設立の経緯及

び活動内容 

1982年設立 
主な業務： 
① 企業に対する技術支援・経営

指導 
② 企業従業員等に対するトレー

・電気･電子分野と機械分野別に、現在

の活動内容・頻度・顧客のレベル等を

調査する。 
 
・今後の活動計画を調査する。 

・組織・活動内容について

確認した。 
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ニングの実施 
③ 製品の試験・検査サービス 
 
2006年実績 
‐技術支援･経営指導（主に認証取

得支援） 288件 
‐企業従業員トレーニング 900人

‐試験・検査サービス 785件 
‐調査/ミザニボFU 91件 
‐CETIMEの顧客数 890社 
 

●組織・人員配

置 
 
（PO） 

【開発調査ファイナルレポート】

局長 
 管理・予算局 
 開発・マーケティング・情報提

供・国際協力局（トレーニング・

国際協力部、情報提供部、他2部）

 技術支援局（各局に材料試験

課、検査･分析課、測定課） 
  機械部 
  電機部 
  電子部 
スファックス、スースに支部。 
 スタッフは118名で、うち45名が

技術支援・経営指導にあたるコン

サルタント（うち15名がトレーニ

ング指導可能、外部民間コンサル

タント7名も研修講師を務める）。

外部コンサルタントは、CETIME
が専門性をもたない分野で活用し

ているが、品質管理分野は内部リ

ソースで対応可能としている。 
 
【12月の質問表回答】 
局長 
 品質ユニット 
 協力・コミュニケーションユニ

ット 
 内部監査ユニット 
支援総局 

  生産性部 
  環境･品質部 
  産業保全部 
 （industrial maintenance） 
  訓練部 
  専門・評価部 

スファックス支部 
  スース支部 
研究開発（R&D）部 
人的資源部 
機械ラボ 
電機ラボ 
 

 
 センター職員の人事権はUGPQ
局長及びセンター長が有する。 

・ 新の組織図・人員配置を確認する。 
 
・センター局長に対する指揮･命令権

者・体制の実態を確認する。 
 
・職員の離職状況、今後の人員配置・異

動計画について確認する。 
 
・（離職を防止する観点から）人事シス

テムや給与体系の裁量範囲について確

認する。 
 
・C/P候補を中心に、職員の技術レベ

ル、バックグラウンドを確認する。 
 
・プロジェクトの各活動のC/Pとなる部

局・主要担当者を確認し、PO等に反

映する。 
 

・組織体制を確認するとと

もに、プロジェクトに参

加する予定のC/Pとその責

任部署を確認した。 
 
・スタッフ総数118名。うち

エンジニア（コンサルタ

ント）43名、テクニシャ

ン25名。 
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●予算措置 ・不明 
・ ISO取得支援サービスの契約

は、企業と技術センターで行わ

れ、指導料金9,000TD（約80万

円 40人日）を徴収（企業は3割

負担、7割はMIEPME基金の支

援） 
・開発調査パイロットプロジェク

トでは、電機セクター15社に指

導（９ヵ月間、平均7回訪問）を

実施したが、料金は特に徴収せ

ず。 

・ 新の予算状況及び今後の予算計画を

調査する。 
 
・予算獲得プロセスを調査する。 
 
・プロジェクトでの指導･診断による料

金徴収の意向、及び収入の活用可能性

について確認する。 
 

・年間予算約250万TD（約1

億6,000万円）。94％は自

己収入。 
 
 
・チュニジア政府として

JICA協力での企業診断活

動はOJTとしての位置づ

けで、プロジェクト期間

中は料金徴収を行わない

との説明であった。 

３）PACKTEC 
●設立の経緯及

び活動内容 

1996年設立 
主な業務： 
‐診断･指導（upgrading）プログ

ラム 
‐訓練コース 
‐技術支援 
‐包装セクターの促進活動 
‐品質競技会の主催やニュースレ

ターの発行 
 

・現在の活動内容・頻度・顧客のレベル

等を調査する。 
 
・予算獲得プロセスを調査する。 
 
・今後の活動計画を調査する。 

・組織・活動内容について

確認した。 
 

●組織・人員配

置 
【12月の質問表回答】 
局長 
 技術部 
  食品ラボ 
  紙ラボ 
  物流（logistics）ラボ 
 支援・コンサルタント部 
 情報・普及部 
 人事･財務部 
 
 センター職員の人事権はUGPQ
局長及びセンター長が有する。 

・ 新の組織図・人員配置を確認する。 
 
・センター局長に対する指揮･命令権

者・体制の実態を確認する。 
 
・職員の離職状況、今後の人員配置・異

動計画について確認する。 
 
・（離職を防止する観点から）人事シス

テムや給与体系の裁量範囲について確

認する。 
 
・C/P候補を中心に、職員の技術レベ

ル、バックグラウンドを確認する。 
 
・プロジェクトの各活動のC/Pとなる部

局・主要担当者を確認し、PO等に反

映する。 
 

・組織体制を確認するとと

もに、プロジェクトに参

加する予定のC/Pとその責

任部署を確認した。 
 
・スタッフ総数35名。うち

エンジニアは6割。 

●予算措置 ・不明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 新の予算状況及び今後の予算計画を

調査する。 
 
・予算獲得プロセスを調査する。 
 
・プロジェクトでの指導･診断による料

金徴収の意向、及び収入の活用可能性

について確認する。 
 
 
 

 2008年の年間予算は約100

万TD。2008年収入の65％は

各種サービス（分析・試

験、研修、技術支援）によ

る自己収入。 
・チュニジア政府として

JICA協力での企業診断活

動はOJTとしての位置づ

けで、プロジェクト期間

中は料金徴収を行わない

との説明であった。 
４．関連団体 １ ） 産 業 ・ 商 業 ・ 工 芸 連 盟

（UTICA） 
 15万社（個人事業主を含む）が

加盟する。国家統計局の資料によ

・UTICA及びCSNEECFの現状、を確認

する〔合同調整委員会（JCC）メンバ

ーとすることを想定している〕。 
 

・技術センターのコンサル

テ ィ ン グ 活 動 は 、

MIEPME等は民業圧迫と

な ら な い と し た が 、
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ればチュニジアには48万社（2005

年12月時点）が存在。 
 16のフェデレーションが所属、

各フェデレーションには全国同業

組合（CSN）が組織されている。

例えば、電機・電子フェデレーシ

ョンは7つの組合からなる。 
 
２）CSNEECF 
 UTICAのサービス業のフェデレ

ーション下の21のCSNのひとつ。

チュニジアには約330のコンサルタ

ント会社があり、約130のコンサル

タント会社がCSNEECFメンバーと

して入っている。 
 2007年11月までドイツ技術協力

公社（GTZ）が組織運営強化支援

を実施。 

・将来的な官民のコンサルタントのデマ

ケーションに係る方針を調査する。 
 
 

CSNEECFからは政府に有

利な競争条件となってい

るとの声があった。 

５．他ドナーの

関連支援状

況 

・産業レベルアップ計画（PMN）

関連の支援が多く、 大の支援

ドナーはEU。 
・EUの支援はISO取得支援のよう

に経営システム全般にかかわる

もので、生産現場に重点を置く

JICAの支援とは相補的な位置づ

け。 
・GTZはUTICAの組織強化支援を

実施。 

・各C/P機関に他ドナーの支援の経験･現

状を確認する。 
・EUの支援方針と支援内容を確認する

とともに、本件協力について情報提供

する。 
 

・ EU 支援による PMI は、

2009年6月に終了。 
・さらに、EUとは①品質コ

ンセプトの導入、②品質

ツールの導入の2案件を交

渉 中 。 2009 年 中 に 調 印

し、3年間実施予定。 

Ⅲ. プロジェクトの概要 

１．プロジェク

ト名 
（ M/M1. 及 び

R/DI.） 

要請書（2008年8月） 
Strengthening Capacity of 
Management and Promotion of 
Quality and Productivity in
Industrial Sectors in Tunisia 
 
採択通報（2008年10月） 
和文：生産性向上プロジェクト 
英 文 ： Improvement for Quality 
control and management project  
 
【 参 考 】  開 発 調 査 （ 2006-
2008） 
和文：品質 /生産性向上マスター

プラン調査 
英文：Study on the Master Plan for 
Quality/Productivity Improvement 

・以下のプロジェクト名称とすることを

説明し、了承を得る。 
・在チュニジア日本大使館報告の際に、

案件名の変更につき説明し、所定の手

続きを依頼する。 
 
和文：品質/生産性向上プロジェクト 
英 文 ： Project on Quality/Productivity 
Improvement  
 
理由： 
・英文・和文の内容の統一 
・QualityとProductivity双方が協力の範囲

内 
・チュニジア側は、要請書にてQuality 

ManagementをISO標準関連の内容とし

ているが、ISO取得支援はEUが大々的

に行っているため、本件技術協力プロ

ジェクトはこれを扱わない。 
・先行開発調査との整合性 

・左記のとおりの変更への

合意を確認し、在チュニ

ジア日本大使館にも報告

した。 

２．ターゲット

グループ 
（PDM） 

・ 要請書では以下のとおり。 
１）PNQコンサルタント（品質管

理の専門性を技術センターから

認められ、PNQに従事するコン

サルタント。現在約50名） 
２）企業経営者 
３）UQPQ及びMIEPME 

 以下を提案し、併せて数値を確認す

る。 
 PNQコンサルタントについては、妥当

か否か更に確認する。 
 
１）UGPQ及び技術センター職員並びに

PNQコンサルタント 計●●名 

以下のとおりとした。 
 
 
１）UGPQ及び技術センター

職員（直接的にはCETIME
及びPACKTECの20名、間

接的には他のセンターも
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４）中小企業 
 
・2007年2月現在、規模10人以上

の企業数は以下のとおり（開発

調査より）。 
‐製造業 5,433社 
‐機械・金属 515社（9％） 
‐電機･電子 320社（6％） 
‐皮革・靴 279社（5％） 

２）優先セクターの中小企業●●社 
３）モデル企業約60社 

含めて60名） 
２）モデル企業約60社 
３）優先セクターの中小企

業約1,200社 
 

３．対象地域 
（PDM） 

チュニジア全土 ・チュニジア全土（主としてチュニス近

郊）と提案するが、チュニス以外にも

先方の要望があり、又、C/P機関の支

部等がアクセスしやすいようであれば

追加する。 
 

・チュニス以外の都市での

セミナーや企業指導も想

定されるため、チュニジ

ア全土とした。 

４．上位目標 
（ PDM 、 R/D 
annex１） 

・要請書では以下のとおり。 
１）チュニジアの中小企業による

競争力があがる。 
２）チュニジア全土における品質

/生産性向上に係る効果的な制

度の枠組みが構築される。 

 以下を提案し、了承を得る。 
「優先セクターの中小企業に品質 /生産

性向上活動が普及する」 
 
 併せて、プロジェクトの究極的な方向

性として以下のスーパーゴールをPDM
に記載する。なお、上位目標より上に位

置するこのゴールはプロジェクトの評価

とは直接関係しない旨説明する。 
「チュニジア産業（中小企業）の品質 /
生産性が向上する」 

 左記のとおりとした。 

５．プロジェク

ト目標 
（ PDM 、 R/D 
annex１） 

・要請書では以下のとおり。 
１）パイロットプロジェクトにお

いて中小企業の品質 /生産性が

向上する。 
２）優先セクター（電気･電子分

野、機械分野、皮革･靴分野、

包装分野）における品質 /生産

性向上に係る持続的な普及メカ

ニズムが構築される。 

 以下を提案し、了承を得る。 
「UGPQ、CETIME、PACKTECの、優先

セクター（電気･電子分野、機械分野、

包装分野）における品質 /生産性向上に

係る普及・支援サービスを提供する能力

が向上する」 

 左記のとおりとした。 

６．成 果 
（ PDM 、 R/D 
annex１） 

・要請書では以下のとおり。 
１）優先セクター分野において、

持続的なトレーニングプログラ

ムの下でトレーナーがトレーニ

ングされる。 
２）中小企業経営者の間に品質 /

生産性向上に関する文化が普及

する。 
 
３）中小企業に対する品質 /生産

性向上に向けた取組が支援され

る。 
 
４）プロジェクト活動の評価に基

づき、品質 /生産性向上に資す

る効果的な制度の枠組み構築に

係る提案がなされる。 
 

・以下のとおりとすることを説明し、了

承を得る。 
１）UGPQ及び技術センターを核に、チ

ュニジア政府内の品質･生産性向上支

援に係る組織・体制が整理される。 
２）技術センターを中心に、中小企業の

品質･生産性向上活動に係るコンサル

ティング･サービスを提供する指導員

を養成/強化する能力が向上する。 
３）技術センターを中心に、優先セクタ

ーの企業に対する品質・生産性向上に

係るコンサルティング・サービスの提

供能力が向上する。 
４）UGPQを中心に、品質/生産性向上活

動に係る情報発信能力が向上する。 

 以下のとおりとした。 
１）チュニジア政府内の品

質･生産性向上支援に係る

組織・体制が整理され

る。 
２）中小企業の品質･生産性

向上活動に係るコンサル

ティング･サービスを提供

す る UGPQ 、 CETIME 、

PACKTEC内のコンサルタ

ントが継続的に育成され

る仕組みがつくられる。

３）UGPQを中心に、品質 /
生産性向上活動に係る情

報発信能力が向上する。

７．活 動 
（ PDM 、 R/D 
annex１） 

・要請書では以下のとおり。 
１）トレーナーの訓練及び資格付

与 

・以下のとおりとすることを説明し、了

承を得る。 
１．体制構築・整備 

 以下のとおりとした。 
１．体制構築・整備 
1-1 プロジェクト実施に係
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●トレーナーズ・トレーニン

グ（TOT） 
30名の技術スタッフの訓

練、20名の技術スタッフの

日本訪問、2～3週間の（訓

練による）PNQコンサルタ

ント資格付与） 
 ●PNQコンサルタントの訓練 

6名のPNQコンサルタントの

本邦研修（毎年2名2ヵ月）。

日本科学技術連盟（JUSE）
を受入先として想定。 

２）中小企業経営者を対象とする

訓練及び本邦/現地企業の見学

３）政府幹部を対象とする第三国

（シンガポール等）視察（4名2

週間） 
４）優先セクター55社を対象とす

る改善指導パイロットプロジェ

クト 
５）広報活動（プロジェクト節目

でのセミナーによりプロジェク

ト進捗を広報して啓発） 
６）品質 /生産性向上に係る効果

的な制度の枠組みの提案（開発

調査の長期提言シナリオのレビ

ュー、包括的な組織体制の確立

に係る提言準備） 
 

1-1 プロジェクト実施に係る戦略の策

定（養成指導員、コンサルティン

グ、普及活動などの目標を含む） 
1-2 年間活動計画及びモニタリング･評

価システムの策定 
1-3 モニタリング･評価のフィードバッ

ク 
1-4 国内関係機関との連携構築・セミ

ナー等による情報交換 
1-5 海外関係機関との連携構築 
1-6 プロジェクト後の長期的な体制案

の策定 
 
２．人材養成 
2-1 指導員養成/強化計画の策定（能力

基準、尺度、資格付与メカニズム

も含む） 
2-2 指導員養成プログラム（TOT）の

実施と評価・フィードバック 
2-3 能力強化プログラムの実施と評

価・フィードバック 
2-4 各種マニュアルの作成・改訂メカ

ニズムの確立 
 
３．コンサルティング･サービス 
3-1 モデル企業の選定とコンサルティ

ング活動計画の策定 
3-2 モデル企業へのコンサルティング

活動の実施 
3-3 フィードバックによるコンサルテ

ィング活動や指導員養成プログラ

ム等の改善案の策定 
3-4 コンサルティング・データの蓄積･

活用システムの構築 
3-5 官民の他の関連活動との連携体制

の構築 
 
４．広報･普及活動 
4-1 広報・情報発信戦略の策定 
4-2 セミナー、広報活動の改善 
  

る戦略の策定（育成コ

ンサルタントの数、コ

ンサルティング、普及

活動などの目標を含

む） 
1-2 年間活動計画及びモニ

タリング･評価システ

ムの策定 
1-3 モニタリング･評価の

フィードバック 
1-4 国内関係機関との連携

構築・セミナー等によ

る情報交換 
1-5 海外関係機関との連携

構築 
1-6 プロジェクト後の長期

的な体制案の策定 
 
２．コンサルタント育成 
2-1 コンサルタント育成計

画の策定（到達が期待

されるレベル、モデル

企業の選定を含む） 
2-2 コンサルタント育成活

動の実施〔コンサルテ

ィ ン グ ・ サ ー ビ ス

（OJT）を含む〕 
2-3 コンサルタント育成活

動の評価とフィードバ

ックによる改善案の策

定 
2-4 コンサルティング・デ

ータの蓄積 
2-5 各種マニュアルの作成・

改訂メカニズムの確立

 
３．広報･普及活動 
3-1 広報・情報発信戦略の

策定 
3-2 セミナー、広報活動の

改善（年間4回の企業

向けセミナー及び4回

の職業訓練校・民間コ

ンサルタント向けワー

クショップを含む） 
８．活動２．人材

（コンサル

タント）養

成 
（M/M 5） 

 ・以下をM/Mにて確認する 
１）目 的 
 プロジェクト後半ではトレーナー

（C/P）が独力でコンサルタントを養成

できるように、コンサルタント養成その

ものではなく、トレーナーの育成やカリ

キュラムの向上を目的とする。 
２）コンサルタントの養成人数 
 養成される訓練対象者（コンサルタン

ト）数については、官民からそれぞれど

の程度養成が必要かを示す全体的な戦

・チュニジア側は、UGPQ、

CETIME、 PACKTECのコ

ンサルタントが現場指導

をできるようになること

を希望したため、この項

目は削除し、以下のコン

サルティング・サービス

と統合してコンサルタン

トの育成活動とした。 
・ただし、OJTや座学を通

じて、後進のコンサルタ
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略・計画、候補者のレベル、専門家及び

トレーナーの指導キャパシティも踏まえ

てプロジェクト開始後に目標とする養成

人数を設定する。 
 

ントをチュニジア人コン

サルタントが育成できる

ようになることが重要で

あることを双方で確認し

た。 
９．活動３．コン

サルティン

グ・サービ

ス 
（M/M 6） 

【参考】開発調査時のパイロット

プロジェクト 
１）電気セクター 14社 
２）食品加工セクター 13社 
 
 企業診断を行ったのち、企業側

より品質 /生産性向上に係る課題

を出させ、コンサルタント側

（C/P、JICAコンサルタント）と

共同で解決を試みる課題を決定。

対象企業ごとにパイロットプロジ

ェクト実施計画を作成。この計画

に従い、UGPQ〔実際はCETIME
あるいは農産物加工技術センター

（ CTAA ）〕のコンサルタント

（対象企業ごとに異なる）と

JICAコンサルタント（各セクタ

ー2名）により、企業訪問。JICA
コンサルタント側より直接的な解

決案を出さず、可能な限り企業に

考えさせる方法をとった。また、

次の訪問までの間に宿題を与え

た。対象企業訪問数は、約9ヵ月

間に1社平均7回。 

・以下をM/Mにて確認する 
１）モデル企業の選定の際の配慮項目 

‐ターゲットセクターの企業 
‐貿易自由化との関連性 
‐品質/生産性の向上余地 
‐企業経営者の品質・生産性向上活

動に係るやる気・リーダーシップ 
‐ISOの取得状況 
‐活動成果の公表への協力姿勢 
‐円借款「民間投資支援事業」の融

資先企業 
２）モデル企業数 
 上記クライテリアを満たす潜在的な企

業数とそのニーズ、コンサルタントのア

ベイラビリティにより決まるが、毎年約

20企業とする。 
３）目 的 
 企業の目の見える成果を生み出すこと

よりも、コンサルタントの訓練を主目的

とする。C/P（コンサルタント）が主導

的な役割を果たし、日本人専門家は後方

から支援･助言する。 
４）カイゼン技法 
 開発調査同様、新規の機械設備の導入

を伴わずとも可能な品質 /生産性向上の

余地が残されているとの前提で、診断･

指導を行う。具体的な改善手法は、セク

ターや個別の企業に即して判断するが、

開発調査で用いたレイアウト改善、５

S、QC７つ道具等を中心に行う想定。全

社的な取り組みが必要となる総合的品質

管 理 （ TQM ） や 総 合 的 生 産 保 全

（TPM）は成果の実現に時間を要する

が、セミナー等での紹介や、希望する企

業への指導を必要に応じ行うことは可

能。 
 

・以下を M/M にて確認し

た。 
１）モデル企業の選定の際

の配慮項目 
‐ターゲットセクターの

企業 
‐企業経営者の品質・生

産性向上活動に係るや

る気・リーダーシップ

‐活動成果の公表への協

力姿勢 
 
２）モデル企業数 
 上記クライテリアを満た

す潜在的な企業数とそのニ

ーズ、コンサルタントのア

ベイラビリティにより決ま

るが、毎年約20企業とす

る。ただし、１年目は10～

12程度とし、徐々に増やし

ていく。 
３）目 的 
 企業の目の見える成果を

生み出すことよりも、コン

サルタントの訓練を主目的

とする。C/P（コンサルタン

ト）が主導的な役割を果た

し、日本人専門家は後方か

ら支援･助言する。また、チ

ュニジア人コンサルタント

が徐々に後進を自ら指導で

きるようにする。 
４）カイゼン技法 
 開発調査同様、新規の機

械設備の導入を伴わずとも

可能な品質/生産性向上の余

地が残されているとの前提

で、診断･指導を行う。具体

的な改善手法は、セクター

や個別の企業に即して判断

するが、開発調査で用いた

レイアウト改善、５S、QC
７つ道具等を中心に行う想

定。 
 

10．日本側投入 
（ M/M7, PDM, 
R/D Annex 1、
Annex2 、

Annex3） 

・要請書では以下のとおり。 
 
１）専門家 
２）機 材 
 ・パーソナルコンピューター

（PC） 

・以下のとおりとすることを説明し、了

承を得る。 
１ 日本人専門家 

１）品質・生産性 
２）組織・体制 
３）電気･電子 

 以下のとおりとした。 
 
１ 日本人専門家 

１）総括/組織・普及 
２）電気･電子 
３）機 械 
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 ・プリンター 
 ・コピー機 
 ・自動車 
 ・訓練教材、ビデオカメラ、プ

ロジェクター 
 ・その他必要な機材 
３）その他 

事務職員 

４）機 械 
５）包 装 
６）その他必要性に基づく技術分野 

２ 機材供与 
１）巡回用車両     2 
２）PC 

・必要となる機材の種類・量を調査す

る。 
・機材の現地調達可能性、想定価格を確

認する。 
 
３ C/P研修 

内容と人数は専門家とC/P機関の協議

によりプロジェクト開始後に定められ

る。 
 
・C/P研修については、以下をM/Mにて

確認する。 
（１）C/P研修については、全体的な人

材育成計画と必要性及び JICAの予

算制約を考慮して内容と対象を検討

する。ただし、およその想定として

以下を参考値とする。 
‐指導官３名×1ヵ月×3年 
‐コンサルタント2名×2ヵ月×3年 
‐政府幹部3名×1ヵ月×1年 

（２）研修対象者は基本的に公的機関の

C/Pとする。 
（３）第三国研修も可能だが、必要不可

欠か、限定的なリソースと予算の制

約下で適切な研修先が確保できるか

による。 

４）包 装 
５）その他必要性に基づ

く技術分野 
  
２ 機材供与 

１）巡回用車両     2 
２）巡回用ノートPC 3

３）巡回用ビデオカメラ 3

４）セミナー・研修用プ

ロジェクター 1 
 
３ C/P研修 

内容と人数は専門家とC/P
機関の協議によりプロジェ

クト開始後に定められる。

 
・C/P研修については、M/M

にて以下を確認した。  
（１）目 安 

‐コンサルタント6名×1

ヵ月×毎3年 
‐政府幹部3名×2～3週間

×1年 
（２）研修対象者は基本的

に公的機関の C/Pとす

る。 
（３）第三国研修（視察）

も可能だが、必要不可

欠か、限定的なリソー

スと予算の制約下で適

切な研修先が確保でき

るかによる。 
11．チュニジア側

投入 
（ M/M8., PDM, 
R/D III, AnnexIV, 
V, VI） 

・要請書では以下のとおり。 
 
１）C/P及び事務職員の配置 
２）専門家執務スペース、電話、

その他設備 
３）C/P人件費等ローカルコスト

 

・以下の先方投入状況、準備状況を確認

する。 
１ C/P人員 

１）プロジェクト・ダイレクター  1 
２）プロジェクト・マネージャー  1 
３）UGPQ職員 
４）CETIME職員 
５）PACKTEC職員 
６）秘書、ドライバー 
７）必要に応じて管理業務職員

  
２ 施 設 

１）日本人専門家及びC/Pのための事

務所スペースと業務に必要な設備

（UGPQ、CETIME、PACKTEC） 
２）技術移転用の講義及び会議室 

３ 車両及び機材の保守管理  
４ ローカルコストと管理費 

１）C/P人件費・活動諸手当 
２）施設･設備・機材の維持管理費 
３）その他運営管理費 
 

・さらに、以下をM/Mにて確認する。 
（１）C/Pの配置 

 左記のとおりとした。 
 
 ただし、１  6）のドライ

バーについては、企業巡回

指導では技術センターのコ

ンサルタントが運転するた

め、ドライバーの記載を落

とした。 
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 計画に沿っての配置と、定着のための

インセンティブや人事評価制度の充実、

異動・転職の際には直ちに適切な人数の

C/Pの再配置をチュニジア側は確保する。 
（２）予 算 
 各機関別の予算負担計画を確認する。 

12．実施体制 
（ M/M9., R/DIV, 
Annex VII） 

 ・プロジェクト･ダイレクター及びプロ

ジェクト･マネージャーの指名をチュ

ニジア側に2月中に回答するよう依頼

（前者がDGSI、後者がUGPQ局長から

選定される方向で検討依頼）。 
 
・JCCについて以下のとおり確認する。 
少なくとも年2回開催。 
【機 能】 
１）PDMに沿ったプロジェクトの年間

計画を監督・見直し。 
２）プロジェクトの全体的な進捗や目標

達成の評価 
３）プロジェクトに関する主要な問題点

の解決に係る助言 
４）プロジェクトの達成測定指標の協

議・提言 
【メンバー】 
●チュニジア側 
１）プロジェクト･ダイレクター（議

長） 
２）プロジェクト･マネージャー 
３）MIEPME 
４）CETIME 
５）PACKTEC 
６）UTICA 
７）CSNEECF 
８）その他 
●日本側 
１）専門家 
２）JICAチュニジア事務所 
３）その他関連出張者/派遣者 
 
・本プロジェクトは関係機関が多岐にわ

たることから、JCCとは別に進捗状況

の共有や課題の検討等を目的としたワ

ーキング・グループ（2ヵ月ごとに開

催）を設置することを説明し、M/Mに

て確認する。 
【機 能】 
１）プロジェクトの進捗状況の確認・共

有 
２）成功例・課題の共有 
３）課題の解決に係る検討・調整 
【メンバー】 
●チュニジア側 
１）プロジェクト･マネージャー（議

長） 
２）UGPQ 
３）CETIME（電気） 

 左記のとおりとした。 
 なお、プロジェクト・ダ

イレクターは、DGSI局長、

プロジェクト・マネージャ

ーはUGPQ局長とすることを

確認した。 
 また、JCCには、MIEPME
代表としてDGIMからも企業

選定等の関与に参画する予

定。 
 また、ワーキング・グル

ープメンバーとして左記

に、MIEPME代表も追加し

た。 

－16－



４）CETIME（電子） 
５）CETIME（機械） 
６）PACKTEC 
●日本側 
１）専門家 
２）必要に応じその他JICA関係者 
 

13．合同評価 
（R/D V） 

 ・合同終了時評価を案件終了6ヵ月前頃

に実施することを確認する。 
 左記のとおり確認した。

 
14．プロジェクト

期間 
（R/D IX） 

・要請書では、2009～2012年。 ・プロジェクト期間は 初の専門家派遣

から3年間と説明し、了承を得る。 
・参考：予定スケジュール 

3月：R/D署名 
4月：コンサルタント調達手続き 
6月：コンサルタント契約締結 
7月：コンサルタント派遣（プロジェ

クト開始） 

 左記のとおり。ただし、

ラマダン等も踏まえ、10月

頃からのプロジェクト開始

にて合意した。 
 

Ⅳ．プロジェクト実施に係る留意事項 
１．円借款との

連携 
民間投資支援事業（ツーステップ

ローン） 
・貸付限度額62億7,700万円 
・円借款融資契約（L/A）署名：

2007年3月30日 
・実施機関：MIEPME、BFPME 
・概 要 

チュニジアの中小企業に対

し、低利かつ中長期の資金を

供与することにより、中小企

業の新規創業及び既往企業の

事業拡張を促進し、中小企業

の生産基盤整備及び銀行・企

業部門の強化を図り、もって

同国の産業競争力強化及び新

規雇用機会の創出に寄与する

もの。 
 

・円借款事業の融資先企業で本プロジェ

クト優先セクターのコンサルティン

グ･サービスが必要なものについて

は、モデル企業として優先的に同サー

ビスの対象企業として検討することを

M/Mにて確認する。 
・コンサルティング・サービスの対象企

業やセミナー実施の際に、本件円借款

事業による中小企業向け融資について

周知を図る。円借款実施機関の求めに

応じて、モデル企業の推薦や可能な範

囲でデータの提供を行う（業務指示書

にて事業実施上の留意事項として指示

する）。 
 
 

 円借款のディスバースが

今後となること、モデル企

業への指導内容は必ずしも

設備投資等を前提としない

こと等から、モデル企業の

選定条件には現時点で入れ

ないこととした。 

２．SVとの連携 PACKTECに食品包装分野のSV2
名を派遣中。 
後任1名について要望あり。 
 
・容器規格の標準化、技術マニュ

アルの作成、輸出振興に係る助

言等を行っている。 

・PACKTEC訪問時に、SVからも活動の

実態等を聴取。 
 
・後任が派遣される場合には、プロジェ

クトとの連携・デマケーションがどの

ようになされるか整理する。 
 

 後任SV1名については、

技術的な活動内容で巡回指

導等は現時点で想定され

ず、プロジェクトとは適宜

情報交換を行う程度の連携

が想定される。 

Ⅴ．事前評価表 

１．事前評価の

実施 
 

 ・今回詳細計画策定調査においては５項

目（妥当性、効率性、効果、インパク

ト、自立発展性）に基づいて評価を行

う。 
・ただし、詳細計画策定調査後に投入規

模が2億円未満と確認される場合に

は、事前評価表は作成しない。 
 

 5項目について確認した。

２．妥当性 
 

１）チュニジア政府の政策との整

合性 
 チュニジア政府は2008年1月の

 左記に加え、以下の項目を中心に確

認・評価する。 
１）ターゲットグループのニーズとの整

 チュニジア及び日本両政

府の政策に合致しており、

又対象セクターの選択も適
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EUとの貿易自由化に伴い、産業

競争力の強化に取り組み、第11次

5ヵ年計画（2007～2011年）でも

品質向上に重点を置いている。 
産業政策の柱のひとつである

「PMN」では、1995年以来企業

の国際橋梁力強化のために、機械

設備の近代化、新技術の導入、生

産性の向上、人材育成等を支援し

ている。さらに、MIEPMEは、

2005年よりPNQを定め、その推進

機関としてUGPQを設置してい

る。 
２）わが国の援助戦略上の意義 

外務省の対チュニジア国別援助

計画では開発上の課題として「生

産性向上と経済の多様化」の小項

目である「産業競争力の強化」が

あげられている。また、 JICA国

別援助実施方針の重点分野「産業

界のレベルアップ支援」とも整合

している。 
３）わが国の比較優位 
 カイゼン活動をはじめとして、

わが国は品質･生産性向上運動に

ついて独自の経験とノウハウを有

している。 

合性 
２）ターゲットグループの妥当性 
 

切であり、妥当性は高い。

３．有効性   以下の項目を中心に確認・評価する。 
１）プロジェクト目標や指標の妥当性 
２）アウトプットからプロジェクト目標

に至るロジックや外部条件の妥当性 

 高評価を得て終了した開

発調査と同様の手法を用い

るものであり、外部条件も

リスクが低いことから有効

性が見込まれる。 
４．効率性   以下の項目を中心に確認・評価する。 

１）アウトプットの設定や指標の妥当性 
２）活動からアウトプットに至るロジッ

クや外部条件の妥当性 
３）想定されるコストやタイミングの妥

当性 

 開発調査の成果の活用等

で効率性が見込まれる。 

５．インパクト   以下の項目を中心に確認・評価する。 
１）上位目標や指標の妥当性 
２）プロジェクト目標から上位目標に至

るロジックや外部条件の妥当性 
３）上位目標以外の想定される波及効果 

 上位目標は達成が見込ま

れ、社会的インパクトとし

ても本案件の雇用創出・競

争力強化への貢献が見込ま

れる。 

６．自立発展性 
 

  以下の項目を中心に確認・評価する。 
１）政策・制度面 
２）組織・財政面 
３）技術面 

 政策・制度面、組織･財政

面、技術面のいずれも一定

の自立発展性が見込まれ

る。 
７．貧困・ジェ

ン ダ ー・環

境等への配

慮 

（貧困・ジェンダー） 
本案件では、産業セクターの競

争力強化を支援することで、産業

開発を促し、雇用促進にも貢献す

ることが期待されている。失業問

題は女性及び若年層という社会的

な弱者で特に顕著であることか

ら、本案件が貧困、ジェンダー等

に対し、負の影響をもつことはな

 左記につき必要に応じ追記・修正す

る。 
 特段の修正・追記事項な

し。 
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いと評価できる。 
（環 境） 

本件では生産性・品質向上の手

法のなかで、５S、職場における

安全などについても対応すること

になる。また、効率的な生産活動

の実践により、資源の省力化が図

られることから、環境面に対する

負の影響をもつことはないと評価

できる。 
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第２章 プロジェクト実施の背景 
 
２－１ チュニジア産業の概要 

（１）セクター別概要 
チュニジアの2007年の産業別GDP構成を世界銀行のデータを基にみると、1次産業10.9％、

2次産業27.5％（うち製造業16.9％）、3次産業61.6％で、製造業のシェアは過去10年間でやや

低下している（表２－１）。一方、2007年の全輸出に占める割合は、燃料14.8％、農産品

10.3％、製造業品69.2％で、製造業はそのシェアを伸ばしている（表２－２）。製造業は経

済全体に占める比重は必ずしも大きくないが、輸出への貢献度は高い。 
 

表２－１ 産業別GDP構成 

         単位：％ 

 1987年 1997年 2006年 2007年 

第1次産業 16.5 13.2 11.1 10.9 

第2次産業 29.5 28.6 27.8 27.5 

  製造業 15.1 18.5 17.0 16.9 

第3次産業 54.1 58.2 61.1 61.6 

    出所：世界銀行 
 

表２－２ 輸出構成 
 

  金額（100万米ドル）、fob 構成（％） 
  1987年 1997年 2006年 2007年 1987年 1997年 2006年 2007年

燃 料 205 503 1,737 1,766 9.6 9.0 15.1 14.8 

農産品 276 616 1,228 1,234 12.9 11.1 10.7 10.3 

製造業品 959 3,680 7,814 8,288 44.9 66.2 68.0 69.2 

輸出総額 2,137 5,559 11,488 11,971 100.0 100.0 100.0 100.0 

  出所：世界銀行 
 

 産業振興庁（API）のデータ3に基づいて製造業の生産と輸出の業種別内訳をみると（表２

－３）、まず生産額では食品加工が も多く、製造業生産額全体の28.5％を占め、次いで繊

維・衣服の16.7％、電気・電子12.0％、化学（プラスチック以外）11.9％、機械・金属

10.8％と続く。生産ベースで近年の成長が も著しいのは電気・電子であり、2002～2007年

までの年平均成長率は20.1％に達する。それに次いで成長率が高いのは、プラスチック

16.7％、機械・金属14.0％、食品加工10.7％である。繊維・衣服の生産額は2003年以降ほと

んど横ばいである。次に輸出額では繊維・衣服のシェアが36.1％と も高く、次いで電気・

電子24.9％、食品加工11.3％、機械・金属8.3％の順になっている。輸出の年平均成長率が高

い業種は電気・電子23.9％、食品加工23.7％、プラスチック19.2％などであり、 大シェア

の繊維・衣服は平均5.1％の伸びにとどまっている。 

                                                        
3 API登録企業である従業員10人以上の製造業企業のデータ。したがって従業員10名未満の小規模企業のデータは含まれてい

ない。 
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 APIの登録企業数は2008年7月現在で5,702社であるが、その業種別企業数及び雇用数を示

したのが表2－4である。全企業の37.0％を繊維・衣服が占め、次いで食品加工17.8％、機

械・金属10.0％の順で多い。雇用数では、やはり衣服・繊維が44.0％と 大のシェアをもち、

食品加工と電気・電子がそれぞれ13.3％、13.1％である。また、チュニジアでは輸出企業に

対し所得税免税などの優遇措置を設けて輸出を奨励しているが、生産額の全額を輸出してい

る企業は、繊維・衣服で83.0％、皮革・靴で69.2％、電気・電子で63.0％と非常に高い率を

占める。 
 

表２－３ 製造業の業種別生産・輸出 

 生 産 輸 出 
 2003年

（100万

TD） 

2007年

（100万

TD） 

年平均

成長率 
（％） 

2007年

シェア 
（％） 

2003年

（100万

TD） 

2007年

（100万

TD） 

年平均

成長率 
（％） 

2007年

シェア 
（％） 

食品加工 5,969  8,959  10.7 28.5 557 1,616  23.7  11.3 
建材・セラミ

ック・ガラス 
1,667  2,316  8.6 7.4 136 302  17.3  2.1 

機械・金属 2,003  3,382  14.0 10.8 601 1,186  18.5  8.3 

電気・電子 1,809  3,761  20.1 12.0 1,513 3,566  23.9  24.9 

化学（プラス

チック除く） 
2,699  3,740  8.5 11.9 952 1,107  3.8  7.7 

繊維・衣服 5,140  5,247  0.5 16.7 4,245 5,185  5.1  36.1 

木工・コル

ク・家具 
929  1,320  9.2 4.2 47 63  7.6  0.4 

皮革・靴 1,100  1,278  3.8 4.1 624 870  8.7  6.1 

パルプ・紙 510  720  9.0 2.3 130 220  14.1  1.5 

プラスチック 396  734  16.7 2.3 116 234  19.2  1.6 

合計 22,221  31,457  9.1 100.0 n.a. 14,349  n.a. 100.0 

  注：食品及び建材、セラミック、ガラスの輸出は2002年のデータ。 
  出所：API、一部加工 
 

表２－４ 製造業企業数・雇用 
 企業数 

（社） 
シェア

（％）

うち100％

輸出企業

100％輸出

企業比率

雇 用

（人）

シェア

（％） 
食品加工 1,013 17.8 156 15.4 63,603 13.3  
建材・セラ

ミック・ガ

ラス 
424 7.0 24 5.7 27,576 5.8  

機械・金属 546 10.0 135 24.7 32,200 6.7  
電気・電子 351 6.0 221 63.0 62,490 13.1  
化学（プラ

スチック除

く） 
491 9.0 101 20.6 23,776 5.0  

繊維・衣服 2,086 37.0 1,731 83.0 210,112 44.0  
木工・コル

ク・家具 190 3.0 29 15.3 9,630 2.0  

皮革・靴 302 5.0 209 69.2 30,214 6.3  
その他 299 5.0 64 21.4 18,224 3.8  
合計 5,702 100.0 2,670 46.8 477,825 100.0  

    注：2008年6月現在のデータ。 
    出所：API 
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 これらのデータ及び今回調査で得られた情報から、主要業種の特徴は次のようにまとめら

れる。 
 食品加工は、生産額では 大の製造業業種であるが、その成長率は全業種平均とほぼ同じ

で、市場は主に国内である。しかしながら近年の輸出の伸びは大きく、輸出品目の4割以上

はオリーブオイルであり、輸出先はイタリア、スペイン等である。雇用においては繊維・衣

服に次いで重要な業種である。 
 機械・金属は、生産、輸出ともにここ数年大きく成長しており、製造業におけるシェアを

高めている。主要市場は国内であり、従業員規模の小さい企業が多い。ただし、2008年は世

界的不況の影響により、自動車関連を中心に生産、輸出は不振に陥っている4。 
 電気・電子は、近年、生産、輸出ともに製造業で も顕著な伸びを示す成長業種である。

生産に対する輸出比率は95％と非常に高率で、2007年には全製造業輸出の４分の１を占める

までに至ったが、輸出比率が高いことから機械・金属以上に世界不況の影響を深刻に受けて

いるのが現状である5。主な輸出先はフランス、ドイツ、イタリアといった欧州連合（EU）

諸国である。電気・電子企業は、1社当たりの従業員規模が大きいことが特徴である。雇用

総数でも繊維・衣服、食品加工に次いで重要な業種である。また、全351社中、224社は外国

資本が入った企業であり、そのうち138社は100％外資企業である。フランス、イタリア、ド

イツからの投資が多数を占める。 
 化学（プラスチック以外）は、生産額ベースで全製造業の1割を占めるが、その成長率は

製造業平均を下回る。輸出比率は低く、１社当たりの従業員規模は小さい。 
 繊維・衣服は、輸出額、企業数、雇用数において、製造業 大のシェアをもつが、その比

重は次第に低下してきている。輸出用の衣服製造が主体であり、生産額の99％が輸出され、

その90％以上がEU市場向けである。2005年の多国間繊維協定失効による数量割当て廃止、

2008年のEUとの自由貿易圏創設による関税撤廃の影響を受け、競争激化の波にさらされて

いる。 
 
（２）中小企業の現状と課題 

 チュニジアにおいては、法律で定められた中小企業の定義は存在しないが、政府シンクタ

ンクである計量経済研究所（IEQ）による定義が用いられることが多い6。すなわち、従業員

200人以下及び総投資額500万チュニジア・ディナール（TD）以下の企業を中小企業と呼ぶ。

API登録の従業員10人以上の製造業企業約5,700社中、約92％が中小企業、残りの8％が大企

業である。APIによれば、従業員10名未満の小規模企業を含めると製造業企業はチュニジア

に約1万9,000社あるので、中小企業は全製造業の98％を占めることになる。 
 今回調査では中小企業の実態について詳細なデータを得られなかったが、一般にその特徴

として、技術・財務・経営能力が脆弱であり、国際競争力が十分でない点があげられる。例

えば、2005年に多国間繊維協定が失効した繊維産業については、EU市場において中国等と

の厳しい競争にさらされている。加えて、2008年のEUとの自由貿易圏創設により、外国製

品流入などによる競争が激化しており、国際競争力強化のために商品の高付加価値化に向け

                                                        
4 全国機械産業連盟（FEDMEC）及び企業インタビューによる。 
5 全国電気電子産業連盟（FEDELEC）及び企業インタビューによる。 
6 APIインタビューによる。 
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た品質向上や新規設備計画投資が急務となっている。他のセクターにおいても国際競争力の

強化は課題であり、特に世界的経済不況のあおりを大きく受けた自動車関連産業では品質・

生産性の向上が重要な課題となっている。 
 
２－２ チュニジアの産業政策 

（１）国家開発計画における産業政策 
 チュニジアの現行国家開発計画である第11次経済社会開発5ヵ年計画（2007～2011年）に

おいては、①経済成長の促進、②生産性の向上（競争力を高めるため全産業のレベルアッ

プ）、③新規雇用の創設、④高学歴社会への適切な対応、⑤「知識経済」（economie du 
savoir）への取り組み、の5点を主要な柱としており、産業政策としては、２つめの柱である

競争力を高めることが 優先の課題と位置づけられている。 
 
（２）競争力強化戦略 

 産業・エネルギー・中小企業省（MIEPME）は、国際競争力維持・強化のため、1995年よ

り国家戦略として競争力強化戦略（National Strategy for Competitiveness Development）を推

進しているがこの戦略は３つのプログラム、すなわち「産業レベルアップ計画（PMN）」、

「品質向上国家計画（PNQ）」「国家コーチング計画（PNC）」で構成されている。PMNは、

主に施設、機材等産業のハードな面の競争力を強化する計画であり、PNQは主に生産管理や

生産技術といったソフト面の強化により品質・生産性を向上する計画である。また、PNCは
経営管理面での産業競争力強化をめざす計画である。これらは互いに補完性をもつ計画であ

るが、PMNでも次に述べるように品質・生産性向上指導に関する活動が含まれている等、

完全にハードとソフトを分離して担当しているわけではない7。 
 
（３）PMN 

 PMNは、2008年のEUとの自由貿易圏創設による関税撤廃に備えるため、1995年から始ま

った既存製造企業のレベルアップ計画であり、機械設備の近代化、新技術の導入、生産性の

向上、人材育成等の支援を通して、競争力強化を図るものである。支援内容は、事業開始後

3年以上の製造企業に対し、①機械設備購入資金の10～20％の補助、②ISO認証取得支援や

生産性向上などの指導、及び③前記②に伴う必要経費について70％までの補助である。こう

した補助金については、 MIEPMEに置かれたファンドである産業競争力強化基金

（FODEC）8から拠出される。 
 
（４）PNQ 

 PNQは、競争が激化する市場環境にチュニジア企業が対応するためには品質の向上が不可

欠との認識から、2005年に開始されたプログラムである。その目的は、企業が国際標準化機

                                                        
7 これらは今回調査のMIEPME戦略総局（DGSI）インタビューに基づいているが、先行調査報告書やウェブサイトには競争

力強化戦略について記載がなく、又、PNQ、PNCとともに「国家起業促進計画」を並立する３計画としPMNはそれとは別

個の計画としている資料もあり、今回調査の結果とやや食い違う点がある。正確を期すためには再確認が必要である。下

記2-6（1）におけるs産業近代化計画（PMI）についても参照のこと。 
8 法人税の１％が基金の財源となる。 
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構（ ISO）（9001、14001、22000）やその他の国際標準〔OHSAS180019、CMMI10、BRC11

（規格）/IFS12、SA800013〕に適合する品質マネージメントシステムを導入する（2009年ま

でに1,300社が導入する）ための支援を行うことである。また、品質、環境、衛生、安全の

分野で国家コンサルタントを訓練することも目標としている。 
 
２－３ 品質･生産性向上関係機関の概要 

 品質・生産性向上に関係する機関は、すべてMIEPMEの管轄下にある。 
 大臣官房直轄の国家品質事業管理ユニット（UGPQ）は、品質管理技術及び生産性向上活

動の普及推進を目的として設立された時限的組織である。 
 戦略総局（DGSI）傘下には業種別に次の８つの技術センターがあり、企業14を対象に、技

術指導、経営指導、研修、製品の試験・検査サービス等を実施している。各技術センターの

理事会は13人中、理事長を含む9人が当該分野の民間人で構成されるよう定められている。 
① 機械・電気産業技術センター（CETIME） 
② 農産物加工技術センター（CTAA） 
③ 繊維センター（CETTEX） 
④ 皮革・靴研究開発センター（CNCC） 
⑤ ガラス・セラミック建築資材技術センター（CTMCCV） 
⑥ 化学工業技術センター（CTC） 
⑦ 木材木工品産業技術センター（CETIBA） 
⑧ 包装技術センター（PACKTEC） 

 
 UGPQとCETIME、PACKTECの概要については、３－１（１）において記述する。 
 国家標準化・産業財産権機関（INNORPI）は、ISOマネージメントシステムとチュニジア

の国家工業規格である国家工業規格（Norme Tunisienne：NT）の唯一の公的認証機関である15。

その任務は、①工業製品の標準化、②品質、環境、ISO認証、③セミナー開催、④産業財産

権（工業所有権）の保護である。また、チュニジア適合性認定委員会（TUNAC）は、国内

のISO認証機関の審査と認定を任務としている。 
 
２－４ 品質･生産性向上に係る中小企業のニーズ 

（１）品質・生産性向上の重要性 
 チュニジアでは外貨獲得と産業振興のため、輸出に力を入れている。輸出を増やすために

は、よいものを安く提供する必要があり、品質・生産性向上が優先課題となっている。品質

と生産性は車の両輪であり、品質を高めるために生産性を犠牲にすることは許されないし、

生産性向上のために品質が低下することもあってはならないことである。このように密接に

                                                        
9 労働安全衛生マネージメントシステムの第三者認証規格 
10 能力成熟度モデル統合：組織がプロセスをより適切に管理できるようになることを目的として遵守するべき指針 
11 英国小売協会（規格） 
12 国際食品規格 
13 就労環境評価国際規格 
14 国営企業や一部政府機関も含む。 
15 INNORPIのほか、民間の認証機関6社がISOマネージメントの認証を行っている。 
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関連する品質と生産性の両方を改善し、企業の競争力を高めるためには、部分的な改善や一

時的な対策では不十分であり、企業全体あるいは業界全体での継続的な取り組みが必要であ

る。 
 
（２）中小企業のおかれている環境 

 現代の企業は、業種、国籍や規模の大小を問わず、国際的な競争環境にさらされており、

チュニジアの中小企業においても同様である。品質・生産性に関して、中小企業をとりまく

環境を中堅企業・大企業と比較した場合、以下の特性をあげることができる。 
１）人材の不足 

 人材の採用と育成の両方の点で、中小企業の立場は不利である。対策としては、製品

や経営方針などで会社の魅力をアピールし、人材をひきつけることが求められる。経営

者の資質も重要な要素である。 
２）資金の不足 

 資本金が少ないため、大規模な設備投資による品質・生産性向上を実施することが難

しい。対策としては、設備投資を伴わない地道な改善を継続的に実施することによって、

品質と生産性を高める努力が必要である 
３）信用の不足 

 製品や会社名のブランド力が弱いために、有利な取り引きができない場合がある。例

えば、チュニジアの特産品であるワインやオリーブオイルなどは、チュニジアのブラン

ドで輸出することが難しいため、フランスやイタリアにバルクで輸出し、相手国のブラ

ンドで販売されている。また、金融機関からの融資においても信用力の低い中小企業は、

不利な条件におかれていることが多い。 
 

 一方、見方を変えると中小企業は、中堅企業・大企業と比較して、以下の点で優位な

環境にあるということもできる。 
４）機動力の高さ 

 企業の規模が小さいために、意思決定が早く、社会の変化に迅速に対応できる。この

強みを生かすことにより、中小企業は急速な品質・生産性向上を達成できる可能性をも

っている。 
５）変化への適応力 

 上記と同じ理由で、組織改革、工場の改善、教育訓練などが柔軟に行えるため、ビジ

ネスチャンスを先取りした経営が可能である。 
６）公的機関からの支援 

 中小企業に対しては、技術センターをはじめとする各種政府機関からの技術支援、及

び補助金や融資などによる優遇措置が図られるため、これらを上手に活用することによ

って、品質・生産性向上を図ることが可能である。 
 
（３）中小企業のニーズ 

 以上の状況を中小企業の立場に立って考えると、政府機関やJICAに対するニーズとして

は、以下のことがあると考えられる。 
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１）品質・生産性向上の技術指導 
 まず、５S、シングル段取り（SMED）、QC7つ道具などの具体的な改善手法を修得する

必要がある。そのためには、基本テキストやマニュアルの提供、及びコンサルタントに

よる個別指導などが求められる。 
２）品質・生産性向上に関するマネージメントの指導 

 品質・生産性向上は、技術的な改善だけで達成できるものではなく、経営者を巻き込

んだマネージメントレベルの改革が必須である。例えば、原価計算、在庫管理、資材調

達などに関して正しいマネージメントの知識を指導する必要がある。 
３）コンサルタント活用のための金銭的補助 

 コンサルタントの費用を中小企業が単独で負担するのは難しい場合が多い。そこで、

政府機関のコンサルタントが低廉な価格で指導する、あるいは、民間コンサルタントを

利用した場合の費用の一部を補助するなどの措置が必要である。ただし、政府機関のコ

ンサルタントが民間コンサルタントの仕事を妨害しないような配慮をすることも重要で

ある。 
４）人材育成のためのセミナー受講 

 品質・生産性向上に関する中小企業の知識レベルをボトムアップで高めるためには、

セミナーの受講が有効である。できるだけ多くの企業に、それぞれのニーズに適合した

セミナーを用意して、多くの従業員が受講できるようにする仕組みを考えたい。なお、

セミナーは、従業員に対して行うものばかりではなく、マネージメントレベルのものは、

経営者を対象として実施することも有効である。 
 
（４）政府関係機関からの声 

 今回訪問した政府関係の各機関からは、品質・生産性向上に関して以下の声があった。 
１）MIEPME 
 ・チュニジアの製造業には8つのセクター（技術センターに対応した分類）があり、どの

セクターも重要であり、平等に扱っている。 
 ・そのなかでも、「輸出ポテンシャルが高いこと」、及び「海外からの投資が期待できるこ

と」から選んだ2つのセクター（電気電子・機械、包装）について、品質/生産性向上を

図りたいと考えている。 
 ・各技術センターに所属する約50名のPNQコンサルタント（品質管理の専門性を技術セン

ターから認められ、PNQに従事するコンサルタント）に対して、コンサルタント能力向

上を図り、その技術力を国内に波及させたい。 
２）製造産業総局（DGIM）（MIEPMEの製造業監督部門） 
 ・JICAから指導を受けるコンサルタントの選択基準と、蓄積ノウハウの程度を示す評価

基準を明確にしたい。 
３）CETIME 
 ・JICAからは、パイロットプロジェクトで扱わなかった「シックスシグマ」などの技法

の指導も希望している。 
４）PACKTEC 
 ・会員企業のほとんどが中小企業で、包装製品の約半分は食品業向けである。 
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 ・チュニジアでは、食品加工分野の包装技術は進んでいるが、ガラス瓶の技術は遅れてい

る。 
５）PMIエキスパート 
 ・PMI（詳細は以下２－６（１）参照）では、2009年7月からQualityのほかにCoachingに

関するイノベーションの指導を計画している。 
 ・EUとの自由貿易が始まり、ISO認証取得とJICAによるカイゼン指導の両方が必要であ

ると考えている。 
 
（５）民間団体からの声 

 今回の訪問では、3つの民間団体にヒアリングを行った。 
１）FEDMEC 
 ・EUによるISO認証取得の指導も重要であるが、ISO取得後の品質/生産性向上に関する改

善も重要であると考えている。 
 ・自動車部品の輸入代替のため、品質・生産性が重要であり、そのための活動を期待して

いる。 
２）FEDELEC 
 ・会員企業の生産額のうち、80％が輸出であり、電気･電子産業はチュニジアの主要輸出

産業となっている。 
 ・目下の 大の課題は、世界的経済危機への対応、顧客との関係強化、及び、製品の品質

向上などである。 
３）研究・コンサルティング・研修企業組合（CSNEECF） 
 ・ISO取得を目的として品質管理ツールを導入している企業が多いが、それらが必ずしも

品質・生産性向上に結びついていない。 
 ・製品、製造プロセス、管理、組織の面でイノベーションが必要であると考えている。 

 
（６）視察した企業からの声 

 今回の調査では、5社の企業を視察した。これらの企業からは、品質・生産性に関して以

下の声があった。 
１）亜鉛鋳造製品製造の企業（国内向け製品） 

・生産管理に関して大きな問題は発生していないが、「生産性」「管理」「環境」などが今

後の課題である。 
・製品の納入先は、5～6Km離れた場所であるため、輸送の問題はない。 
・製造工程における不良率が約3～8％と高いが、出荷される製品の品質は確保されてい

る。 
・生産に追われ、工場内の整理・整頓をする余裕がない。 

２）自動車用ケーブル製造の企業（輸出製品） 
・設備産業であるため、機械への設備投資と総合的生産保全（TPM）が重要である。 
・機械の稼働率工場のため、SMEDの手法を必要としている。 
・EUに輸出しているため、高度な品質管理が必要である。そのため、「シックスシグマ」

などの技法を修得したい。 
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３）パッケージ、カタログ等印刷の企業 
・現在、ISO9000の認証取得をめざして、準備を進めている。 
・「小切手印刷」が当社の主力製品であり、アフリカ各国への輸出をめざしている。 
・ 新式の印刷機械と旧式機械の両方が混在しており、それぞれの機械の能力に見合っ

た製品を受注し、生産している。 
・工場内に品質マネージャーは置いていない。そのため、品質にばらつきが発生してい

る。 
・印刷は機械化されているため省力化が進んでいるが、後工程に多くの人手がかかって

いる。後工程の生産性向上が今後の課題である。 
４）多層フィルム印刷の企業 

・アルコール性のインクを使用しており、作業環境はよいとはいえない。 
・原版の品質管理には特別の注意を払っており、コンピューターと直結した機械を別室

に設置している。 
・食品に使用する印刷物は、食品安全に関する品質管理が重要である。 
・作業環境の改善は、今後の課題である。 

５）自動車用ワイヤーハーネス製造企業（ヨーロッパ企業の子会社） 
・多品種少量生産であり、製造ロット数は、約50本と非常に少ない。 
・3年前にISO9000の認証を取得し、現在もmanagement innovationに関して、EUの支援を

受けている。 
・昨年、JICAのパイロットプロジェクトとして経営指導を受け、レイアウト改善と倉庫

管理改善などを実施した。 
・レイアウト改善では、原材料の置き場、工程の配置などの改善を行い、動線のクロス

をなくすことができた。 
・倉庫管理改善では、棚を活用した置き場の改善により、スペース効率が大きく改善し

た。 
・親会社からも品質改善の指導を受けている。 

 
２－５ 品質･生産性向上の普及･支援に関する課題 

 今回訪問した政府期間、民間団体、及び企業からのヒアリングと視察結果から、チュニジア中

小企業の品質・生産性について、以下のような評価・感想をもった。 
① 企業により、品質・生産性意識の違いが大きい 

 今回訪問した企業のなかには、品質と生産性に関する意識が非常に高く、その製品につい

てもマネージメントシステムについても、十分に海外の企業と競争できるレベルに達してい

る企業があった。その反面、 低限の5S活動でさえも行われておらず、工場内が雑然とし

ていて不良率も高いという企業もあった。これは、業種の違いというよりも、経営者の考え

方の違いにあると感じた。 
② 輸出製品の製造業は、品質管理のレベルが高い 

 業種にかかわらず、海外に製品を輸出している企業、あるいは、海外の取引先から指導を

受けている企業は、品質管理レベルが高い。反対に、国内市場向け製品のみを製造している

企業は、管理が甘いと思われる。 
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③ 作業環境の改善に関して、積極的でない 
 現在のチュニジアでは、競争力のある製品を生産することに主眼が置かれているため、工

場内の安全管理、衛生管理については、改善が遅れていると感じた。例としては、工場内に、

亜鉛鋳造の際に発生する有毒ガスが充満しており、換気が悪い場所で作業をしている、印刷

インクのアルコールの臭いが工場内に充満している、などがあげられる。 
④ 機械への設備投資に対して、投資対効果の評価ができていない 

 新式印刷機械が導入されているにもかかわらず、その稼働率は低く、その近くに置かれ

た旧式印刷機械がフル稼働している、という状況が見受けられた。投資効率という観点から

は無駄があるのではないかと思われる状況であった。その原因として、設備投資を回収する

ための戦略的な受注を行っていない可能性があるのではないか、詳しくは更に調査をする必

要がある。 
⑤ 工場内で作業は行われているが、管理が行われていない。 

 どの工場も、多数の従業員が忙しく働いており、活気が感じられた。しかし、ヒアリング

からは、「品質のばらつきが大きく、安定した生産ができていない」という声も聞かれた。

その原因は、管理能力の不足にあると思われる。 
 
 以上のように、品質・生産性向上の普及と支援に関する課題は、業種、規模、経営状況などに

より、千差万別である。しかし、今回視察した企業の状況から判断すると、チュニジアの中小企

業としての共通の問題が多いといえる。これらの問題を解決する課題として、「評価基準」「ルー

ル」「仕組み」「人」「資金」について以下に述べる。 
（１）「評価基準」の問題 

 「測定できないものは改善できない」といわれるように、品質・生産性向上をめざして改

善を行うためには、それらの実態を何らかの数値で表さなければならない。そのうえで、改

善目標を数値で示し、その達成度を評価するための評価基準を決める必要がある。今回の訪

問では、評価基準に関して説明してくれた企業はなかった。具体的に、どのような数値ある

いは評価基準が適切であるかは、業種、業態や企業が直面している問題の内容によって異な

るが、例として次のようなものがあるので、チュニジアの各企業に適したものを採用するこ

とが望ましい。 
・従業員１人当たりの付加価値額 
・機械１台当たりの付加価値額 
・工場内単位スペース当たりの付加価値額 
・不良品率 
・顧客からのクレーム件数 
・製造リードタイム 
・段取り替え所要時間 
・その他 

 
（２）「経営理念」及び「事業計画」の問題 

 品質や生産性に関する問題に直面してときに、どのような判断をすべきかの指針になるも

のが経営理念であり事業計画であるこれらが明確でないと、目先の損得を優先して総合的な
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判断を誤る可能性がある。経営者が経営理念を明確に示し、必要に応じて経営計画を管理者

レベルの社員に伝えておくことが必要である。今回の視察では、いずれの企業も訪問時間が

短かったが、企業理念や事業計画についての説明は聞けなかった。 
 

（３）「仕組み」の問題 
 同じようなミスが繰り返し発生する、基本的な約束事が守られない、仕事の手順が担当者

により異なる、など品質や生産性を阻害する行為が今回視察した企業のなかで発生している

と聞いた。このような問題の原因は、従業員の教育やしつけにある場合もあるが、多くは、

仕事の仕組みやルールが明確になっていないことが多い。仕事の仕組みづくりは、一時的な

取り組みではなく、継続的な活動として企業内に展開する必要がある。 
 
（４）「人」の問題 

 中小企業では、人材の数もその能力も限られているため、人の有効活用が重要な課題とな

る。具体的には、以下のような問題解決を継続的に実行していく必要がある。 
・従業員の採用：よい人材が集まるような企業の魅力をつくる。 
・従業員の技術力育成：研修、オン・ザ・ジョブトレーニング（OJT）、自己啓発などによ

り知識と技能を高める。 
・中堅社員の管理能力育成：チュニジアと日本の文化の違いはあるが、品質・生産性を向上

させるためには、中間管理職の育成が大切である。勤続年数の長い従業員を、経営者を

助ける中間管理職として育成していくことを考えるべき。 
 
（５）「資金」の問題 

 品質・生産性向上のために、設備改善を実施したり、新しい機械を導入することが有効で

ある場合には、資金の調達が重要な課題になる。もちろん、これらの設備投資が本当に有効

である場合には、経営者はあらゆる手段を駆使して資金の調達を行う必要がある。しかし、

品質・生産性改善には必ずしも設備投資が必要であるとは限らないので、「お金をかけない

で改善できる方法」を検討すべきである。特に、チュニジアの労務費はEU各国と比較すれ

ば優位な立場にある。このような状況では、安易に設備投資をするよりも作業の改善で問題

を解決したほうが有効な場合も多いと思われる。 
 また、中小企業では、原材料・仕掛品・製品の余剰在庫が資金繰りを悪化させている場合

もある。資金繰りを改善するために、在庫削減にも積極的に取り組むことが重要である。今

回の視察でも、過剰在庫と思われる現場がいくつか見受けられた。 
 
２－６ 他ドナーの対象分野関連事業 

 今回の調査においては、時間的制約から、本件プロジェクトと も密接に関連するEUのPMI
プロジェクトについてのみ訪問調査を実施したが、EU以外の多くのドナーもチュニジア産業分

野へ何らかの支援を実施している。参考のため、JICAが2006～2008年にかけて実施した開発調

査「品質/生産性向上マスタープラン調査」報告書から、他ドナーの産業分野支援プログラム一

覧を表２－５に引用して掲載する。 
 以下では、企業の品質・生産性向上支援を実施しているEUとドイツ技術協力公社（GTZ）の
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事業について述べる。いずれも本件プロジェクトと内容が重複、競合することはなく、むしろ補

完関係にある。 
 
（１）EU 

 PMNに対する支援の一環として、PMIをチュニジア政府とともに実施中である。PMIは、

2008年のEUチュニジア間の自由貿易地域創設に備えるため、1995年に両者間の合意に基づ

きチュニジア産業の近代化を目的として開始されたプログラムで、その内容は①起業支援、

②品質向上、③経営指導（コーチング）で構成される。本件プロジェクトに関連する②につ

いては、主に企業がISO9001/14001などの国際標準認証を取得するためのコンサルティング

を、国際コンサルタントとナショナルコンサルタント（技術センタースタッフ及び民間コン

サルタント）が実施するものである。外国人コンサルタントとチュンジア人コンサルタント

が企業を訪問して指導にあたるため形式としてはJICAプロジェクトに類似しているが、PMI
ではISO取得のためのドキュメンテーションやシステムづくりといったどの企業にも共通す

る汎用的なアプローチが主体となり、対象企業の実情に応じて異なった指導方法、内容を取

るJICAプロジェクトとは相違がある。ISO認証取得については、PMIではそれ自体が大きな

目標となっている一方、JICAプロジェクトでは認証取得のための指導はしないものの、実

質的に取得のための基礎条件づくり、あるいは取得後の品質・生産性向上に寄与することに

なる。したがって本件プロジェクトとPMIにおけるEUの活動は補完関係にあり、両者の競

合、重複はほぼないということができる。 
 PMIは2009年6月に終了するが、この後継となるプログラムについて、現在チュニジア政

府はEUと交渉中である。MIEPMEによれば、新プログラムは、3年間にわたって、品質コン

セプトと品質ツールの導入を内容として実施される予定で、2009年中に調印される見通しと

のことである。ただし、詳細については明らかにされていない。 
 
（２）GTZ16 

 GTZは、対チュニジア支援重点分野として、①持続可能な経済開発と②環境保全の2点を

定めている。前者の一環として、「中小企業の市場開拓プロモーションプロジェクト」を

2004年7月～2012年12月までの期間、実施している。同プロジェクトは、PMN実施の支援活

動として、製造業分野の中小企業及び起業を計画している人たちが、政府及び民間のサービ

スに円滑にアクセスできるようになることを目的とするものであり、これまでに次のような

成果をもたらしている。 
・サーベイ、分析による政府への情報提供 
・PMNの実施機関の運営改善 
・技術センターの対顧客サービス改善 
・スファックス地域の経済開発のためのネットワーク開設支援 
 なお、GTZの事業は、個別の民間企業を対象としたコンサルティング・サービス支援活動

をその内容とすることはなく、本件プロジェクトと競合あるいは重複することはない。 

                                                        
16 本項の記述は、GTZのウェブサイトの情報を基にしている。http://www.gtz.de/en/weltweit/maghreb-naher-osten/681.htm 
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表
２

－
５

 
他

ド
ナ

ー
実

施
プ

ロ
グ

ラ
ム

 

援
助

機
関

/国
名

 
対

チ
ュ

ニ
ジ

ア
重

点
支

援
事

項
 

産
業

分
野

/民
間

セ
ク

タ
ー

へ
の

支
援

 
（

内
容

と
特

徴
）

 
情

報
源

（
面

談
相

手
、

面
会

日
）

備
考

（
本

JI
C

A
開

発
調

査
と

の
関

係
等

）
 

EU
 

EU
産

業
分

野
は

EU
の

支
援

重
点

分
野

の
ひ

と
つ

。
チ

ュ
ニ

ジ
ア

の
産

業
競

争
力

強
化

計
画

で
あ

る
｢

PM
N
｣
を

支
援

。
そ

の
内

容
は

｢
PM

I｣
と

「
産

業
競

争
力

強
化

基

金
（

FO
D

EC
）
」

の
2つ

に
分

か
れ

る
。

PM
N
へ

の
支

援

は
、

20
08

年
中

頃
ま

で
。

そ
の

後
継

続
す

る
か

は
未

定

で
あ

る
（

20
06

年
10

月
2日

現
在

）
。

 
EU

と
し

て
、

今
後

関
心

あ
る

分
野

は
 「

マ
ク

ロ
経

済

支
援

」
 ｢

法
整

備
｣
「

ビ
ジ

ネ
ス

環
境

整
備

」
「

金
融

支

援
」

な
ど

で
あ

る
。

 

PM
I支

援
内

容
は

、
「

起
業

支
援

」
「

品
質

向
上

」
「

コ
ー

チ
ン

グ
」
。

援
助

金
額

は
3

年
間

（
2
0
0
8
年

中
頃

ま
で

）
5

,0
0
0
万

ユ

ー
ロ

。
「

起
業

支
援

」
は

A
PI
、
「

品
質

向

上
」

は
U

G
PQ

、
「

コ
ー

チ
ン

グ
」

は
8
つ

の
技

術
セ

ン
タ

ー
を

通
じ

て
実

施

（
「

PM
I」

に
つ

い
て

は
、

下
記

参
照

）
。

 

M
r. 

O
do

ar
do

 C
om

o,
 E

co
no

m
ic

 
U

ni
t, 

EU
 R

ep
re

se
nt

at
iv

e 
 

 
（

2
0
0
6
年

1
0
月

2
日

）
 

EU
の

品
質

向
上

支
援

は
、

IS
O
を

中
心

と

す
る

支
援

で
、

手
法

は
標

準
化

さ
れ

て
い

る
。

こ
れ

に
対

し
て

JI
C

A
の

手
法

は
製

品

の
品

質
向

上
・

生
産

面
の

カ
イ

ゼ
ン

で
あ

り
、

企
業

に
よ

り
、

問
題

に
よ

り
手

法
は

 
異

な
る

。
EU

は
「

レ
デ

ィ
ー

メ
イ

ド
」
、

JI
C

A
は

「
テ

イ
ラ

ー
メ

イ
ド

」
と

い
え

る
。

 

EU
-P

M
I事

務
局

 
「

PM
N
」

に
特

化
 

支
援

分
野

：
「

企
業

化
支

援
、

既
存

企
業

へ
の

支
援

」
「

品
質

向
上

」
「

工
業

所
有

権

の
保

護
」
「

中
小

企
業

融
資

」
。

補
足

的
な

支
援

と
し

て
、
「

既
存

企
業

の
技

術
革

新
」

「
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

能
力

の
開

発
」
（

今

後
の

検
討

事
項

：
「

Su
b-

C
on

tra
ct

in
gか

ら

C
o-

C
on

tra
ct

in
gへ

」
「

半
完

成
品

か
ら

完

成
品

へ
」
「

独
自

デ
ザ

イ
ン

の
開

発
へ

」

な
ど

）
 

M
r.S

la
he

dd
in

e 
H

am
bi

 
 （

R
es

po
ns

ib
le

 N
at

io
na

l）
 ほ

か
 

 （
2
0
0
6
年

9
月

6
日

）
 

M
r.J

ea
n 

Fa
nc

oi
s 

Ph
ili

pp
on

. 
 （

Ex
pe

rt 
Fi

na
nc

em
en

t, 
C

he
f 

d’
eq

ui
pe

, 
Pr

og
ra

m
m

e 
de

 
M

od
er

ni
sa

tio
n 

In
du

st
rie

lle
  

（
2
0
0
6
年

1
0
月

1
0
日

）
 

U
G

PQ
に

は
「

品
質

向
上

」
支

援
の

た
め

に
、

 国
際

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
と

チ
ュ

ニ

ジ
ア

人
専

門
家

を
派

遣
し

、
IS

O
や

H
A

C
C

P
の

認
証

取
得

を
支

援
し

て
い

る
 

（
支

援
金

額
は

7
0
0
万

ユ
ー

ロ
、

目
標

企

業
数

は
6
0
0
社

）
。

 

Fr
an

ce
 

 
チ

ュ
ニ

ジ
ア

に
は

、
EU

を
通

じ
た

援
助

と
、

バ
イ

ラ
テ

ラ
ル

援
助

が
あ

る
。

バ
イ

ラ
テ

ラ
ル

援
助

は
政

府
→

商

業
銀

行
が

通
じ

た
ロ

ー
ン

で
、

主
な

分
野

は
「

エ
ネ

ル

ギ
ー

」
「

環
境

」
「

観
光

」
｢
イ

ン
フ

ラ
関

連
｣
で

あ
る

。

2
0
0
5
年

の
実

績
は

1
億

5
,0
0
0
万

ユ
ー

ロ
（

技
術

援
助

は

な
い

）
。

 

PM
N
を

支
援

し
て

い
る

が
、

企
業

に
直

接

か
か

わ
る

こ
と

は
な

く
、

銀
行

を
通

じ
て

支
援

し
て

い
る

。
な

お
、

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

お
け

る
フ

ラ
ン

ス
系

企
業

は
1

,1
0
0
社

（
1
0
万

人
雇

用
）

で
あ

る
。

 
 

M
r.B

ru
no

 
C

ar
on

, 
C

on
se

ill
er

 
Ec

on
om

iq
ue

 
et

 
C

om
m

er
ci

al
, 

C
he

f 
de

 la
 M

is
si

on
 E

co
no

m
iq

ue
 

M
is

si
on

 E
co

no
m

iq
ue

 d
e 

Tu
ni

s
（

2
0
0
7
年

1
月

2
3
日

）
 

 

政
府
→

銀
行

を
通

じ
て

企
業

に
対

し
て

資

金
面

で
の

支
援

を
し

て
お

り
、

U
G

PQ
/J

IC
A
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

重
な

る
  

こ
と

は
な

い
。

面
会

相
手

は
、
「

重
複

す

る
も

の
で

は
な

く
む

し
ろ

補
完

す
る

も
の

で
あ

る
」

と
述

べ
て

い
る

。
 

Ｕ
Ｋ

 
  

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

対
す

る
B

i-L
at

er
al

 A
id
は

な
い

。
し

た

が
っ

て
、

D
FI

D
オ

フ
ィ

ス
も

な
い

。
た

だ
し

EU
を

通

じ
た

援
助

は
あ

る
。

チ
ュ

ニ
ジ

ア
は

イ
ン

フ
ラ

も
整

備

さ
れ

、
水

、
食

料
、

衛
生

面
で

も
問

題
な

い
。

U
K
は

ア

フ
リ

カ
の

よ
う

な
貧

困
国

に
対

し
て

予
算

を
配

分
し

て

い
る

。
な

お
、

大
英

博
物

館
か

ら
文

化
遺

産
関

係
の

専

門
家

を
派

遣
し

て
い

る
。

 

U
K
政

府
に

よ
る

産
業

分
野

へ
の

直
接

の

支
援

は
な

い
（

進
出

民
間

企
業

は
3
0
社

程

度
で

少
な

い
が

投
資

額
で

は
U

K
が

大

国
。

投
資

合
計

額
：

1
2
億

米
ド

ル
。

主

に
、

石
油

と
天

然
ガ

ス
分

野
で

あ
る

）
。

 

M
s.

M
ar

ie
-C

la
ire

 
Jo

yc
e,

 
D

ire
ct

ric
e,

 
A

ff
ai

re
s 

co
m

m
er

ci
al

es
 

&
 

Pr
es

se
, 

A
m

ba
ss

ad
e 

de
 G

ra
nd

e-
B

re
ta

gn
e 

Tu
ni

s 
 

（
2
0
0
7
年

1
月

2
3
日

）
 

U
K
か

ら
の

産
業

支
援

は
EU

を
通

じ
て

の

PM
N
へ

の
支

援
に

任
せ

て
い

る
と

い
う

印

象
で

あ
る

。
 

G
er

m
an

 
（

G
TZ

）
 

ド
イ

ツ
は

、
資

金
面

の
援

助
は

K
FW

、
技

術
援

助
は

G
TZ

が
担

当
。

G
TZ

の
重

点
分

野
は

「
環

境
」

と
「

民

間
セ

ク
タ

ー
」

で
あ

る
。

 
 

ロ
ー

カ
ル

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
の

活
用

を
通

じ
て

の
育

成
、

商
工

会
議

所
な

ど
へ

の
支

援
（

民
間

企
業

へ
の

直
接

支
援

は
な

い
）
。

 

M
r.D

el
te

v 
Ja

ha
n,

 C
oo

rd
ite

ur
 d

e 
Pr

og
ra

m
m

e 
（

2
0
0
6
年

9
月

6
日

）

G
TZ

は
、

民
間

へ
の

直
接

支
援

は
行

っ
て

い
な

い
。
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Ita
ly

 
 

チ
ュ

ニ
ジ

ア
は

イ
タ

リ
ア

に
と

っ
て

地
理

的
・

歴
史

的
・

経
済

的
に

プ
ラ

イ
オ

リ
テ

ィ
・

カ
ン

ト
リ

ー
で

あ

る
（

現
在

イ
タ

リ
ア

企
業

6
0
0
社

が
操

業
し

て
い

る
）
。

重
点

分
野

は
「

環
境

」
と

「
中

小
企

業
開

発
」

で
あ

る
。

 

PM
N
に

関
連

し
て

、
U

N
ID

O
を

通
じ

て
、

「
繊

維
」
「

農
産

物
加

工
」
「

靴
・

皮
革

製

品
」

分
野

の
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

や
経

理
シ

ス
テ

ム
面

で
支

援
し

て
い

る
（

2
0
0
7
年

よ

り
、
「

パ
ッ

キ
ン

グ
」
「

機
械

関
連

」
「

木

材
加

工
」

分
野

に
支

援
予

定
）
。

 

M
r.G

io
va

nn
i 

Se
m

er
ar

o,
 C

ha
rg

e 
de

 P
ro

gr
am

m
e,

 P
ro

gr
am

m
e 

de
 

So
ut

ie
n 

au
 

Se
ct

eu
r 

Pr
iv

e,
 

B
ur

ea
u 

de
 

C
oo

pe
ra

tio
n,

 
A

m
ba

ss
ad

e 
d’

It
al

ie
 
（

2
0
0
6
年

1
0
月

2
0
日

）
 

EU
支

援
の

PM
Iを

通
じ

て
、

IS
O
や

H
A

C
C

P取
得

支
援

を
行

っ
て

い
る

。
 

Sp
ai

n 
（

O
ff

ic
e 

Te
ch

ni
qu

e 
de

 
C

oo
pe

ra
tio

n,
 

Es
pa

gn
e）

 

マ
グ

レ
ブ

地
域

は
ス

ペ
イ

ン
の

プ
ラ

イ
オ

リ
テ

ィ
・

エ

リ
ア

。
ス

ペ
イ

ン
の

方
針

は
「

環
境

」
「

ジ
ェ

ン
ダ

ー
」

「
民

間
セ

ク
タ

ー
」

へ
の

重
点

支
援

。
チ

ュ
ニ

ジ
ア

に

対
す

る
重

点
分

野
は

、
「

ジ
ェ

ン
ダ

ー
」
「

環
境

」

「
PM

N
」
。

 
 

「
PM

N
」

関
連

し
て

、
技

術
セ

ン
タ

ー

（
Te

ch
ni

ca
l 

C
en

te
r）

へ
の

短
期

専
門

家

派
遣

、
ス

ペ
イ

ン
国

内
研

修
、

A
PI
な

ど

対
象

に
し

た
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

。
 

M
r.B

en
ito

 A
lv

ar
ez

, D
ire

ct
eu

r 
de

 
la

 C
oo

pe
ra

tio
n,
他

（
2
0
0
6
年

9
月

2
2
日

）
 

ス
ペ

イ
ン

の
援

助
活

動
は

歴
史

が
浅

い
。

1
9
8
0
年

よ
り

ラ
テ

ン
ア

メ
リ

カ
に

始
ま

り
、

そ
の

後
ア

フ
リ

カ
へ

の
支

援
を

開

始
。

 

U
SA

 
 

チ
ュ

ニ
ジ

ア
人

の
１

人
当

た
り

G
D

Pが
U

Sの
援

助
基

準

を
上

回
っ

て
い

る
た

め
、

1
9
9
4
年

に
U

SA
ID

は
「

卒
業

し
た

」
。

以
前

は
様

々
な

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

あ
っ

た
が

現
在

U
SA

ID
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
な

い
。

 

か
つ

て
品

質
向

上
、

生
産

性
向

上
を

含
め

て
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

、
ビ

ジ
ネ

ス
・

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
、

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

な
ど

の
協

力
を

行
っ

た
が

、
左

記
の

と
お

り
、

現
在

B
i-L

at
er

al
 A

id
は

な
い

。
 

M
m

e 
B

et
h 

M
itc

he
ll,

 
C

ha
rg

ee
 

de
s 

A
ff

ar
es

 
vE

co
no

m
iq

ue
s 

et
 

C
oo

m
er

ci
al

es
, 

A
m

ba
ss

ad
e 

de
s 

Es
ta

ts
-U

ni
s 

D
’A

m
er

iq
ue

, 
他

（
2
0
0
6
年

1
0
月

1
8
日

）
 

（
B

i-L
at

er
al

 A
id
は

な
い

）
 

C
an

ad
a 

B
i-L

at
er

al
 A

id
は

終
わ

り
今

Pa
rt

ne
rs

hi
p促

進
へ

の
移

行

期
（

2
0
0
8
年

ま
で

）
で

あ
る

。
カ

ナ
ダ

は
1
9
6
0
年

代
よ

り
援

助
計

画
を

始
め

こ
れ

ま
で

8
 P

ro
gr

am
を

実
施

し
、

援
助

総
額

は
3億

3,
00

0万
カ

ナ
ダ

ド
ル

。
 

Pa
rtn

es
hi

p 
Pr

og
ra

m
と

は
、

Pr
iv

at
e 

Se
ct

or
レ

ベ
ル

の
知

識
や

技
術

の
移

転
促

進
計

画
で

あ
る

〔
例

：
SM

E 
B

an
kの

ヘ

ッ
ド

が
カ

ナ
ダ

に
行

き
、

類
似

の
銀

行
の

ヘ
ッ

ド
よ

り
訓

練
を

受
け

、
次

の
段

階
に

カ
ナ

ダ
の

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
が

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

来
て

経
営

者
た

ち
を

訓
練

す
る

、
あ

る
い

は
、

技
術

専
門

学
校

の
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
開

発
へ

の
支

援
（

分
野

と
し

て
は

、
繊

維
、

靴
お

よ
び

皮
革

製
品

）
〕
。

 

M
r.A

m
ir 

G
ui

nd
i, 

C
ou

ns
el

lo
r 

 
（

C
om

m
er

ci
al

 &
 C

oo
pe

ra
to

n）
 

an
d 

 
C

on
su

l, 
Em

ba
ss

y 
of

 
C

an
ad

a 
（

2
0
0
7
年

1
 月

1
8
日

）
 

 

B
i-l

at
er

al
 A

id
は

な
い

が
、

民
間

と
チ

ュ

ニ
ジ

ア
と

カ
ナ

ダ
の

間
の

民
間

の
協

力
・

提
携

を
促

進
し

て
い

る
。

 

U
N

D
P 

チ
ュ

ニ
ジ

ア
へ

の
重

点
支

援
分

野
：
「

ガ
バ

ナ
ン

ス
」

と

「
環

境
と

エ
ネ

ル
ギ

ー
」

 
2
0
0
7
年

か
ら

（
2
0
1
1
年

ま
で

）
始

ま
る

カ
ン

ト
リ

ー
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
重

要
テ

ー
マ

は
、
「

グ
ロ

バ
リ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
」
「

行
政

改
革

（
Pu

bl
ic

 A
dm

in
is

tra
tio

n 
R

ef
or

m
）
」

「
若

者
雇

用
問

題
（

Yo
ut

h 
Em

pl
oy

m
en

t I
ss

ue
）
」

 

か
つ

て
は

産
業

セ
ク

タ
ー

へ
の

支
援

も
行

っ
て

い
た

が
既

に
終

わ
っ

て
い

る
（

特
に

産
業

セ
ク

タ
ー

支
援

は
な

い
が

、
「

若
者

雇
用

問
題

（
Yo

ut
h 

Em
pl

oy
m

en
t 

Is
su

e）
」
、

特
に

高
学

歴
者

の
雇

用
創

出

は
、

起
業

家
支

援
と

関
連

が
生

じ
る

可
能

性
は

あ
る

）
。

 

D
r.H

eb
a 

El
 

K
ho

ly
, 

C
oo

rd
on

na
itr

ic
e 

de
s 

N
at

io
ns

 
U

ni
es

 e
n 

Tu
ni

si
e,

 R
ep

re
se

nt
an

te
 

R
es

id
en

te
 d

u 
PN

U
D

 （
2
0
0
6
年

1
0
月

2
5
日

）
 

U
N

D
Pは

産
業

支
援

は
行

っ
て

お
ら

ず
、

そ
れ

は
U

N
ID

O
に

任
せ

て
い

る
と

い
う

状

況
で

あ
る

。
 

U
N

ID
O

 
 

「
民

間
セ

ク
タ

ー
」
「

環
境

」
「

ガ
バ

ナ
ン

ス
」

 
重

点
業

種
：
（

こ
れ

ま
で

）
「

繊
維

」
「

皮

革
製

品
」
「

農
産

物
加

工
」
、
（

今
後

）
「

機

械
関

連
」
「

木
材

加
工

」
「

化
学

製
品

（
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
）
」

 

M
r.C

la
ud

io
 

Sc
ra

tti
, 

R
ep

re
se

nt
an

t 
en

 
Tu

ni
si

e
（

2
0
0
6
年

9
月

1
4
日

）
 

 
（

2
0
0
7
年

1
月

2
2
日

）
 

「
品

質
向

上
」

支
援

と
い

っ
て

も
、

EU
の

支
援

と
同

じ
く

、
IS

O
や

H
A

C
C

P認
証

取

得
支

援
で

、
JI

C
A

/U
G

PQ
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト

と
重

複
す

る
こ

と
は

な
く

む
し

ろ
補

完
的

－33－



品
質

向
上

支
援

は
、

IS
O
や

H
A

C
C

Pな
ど

認
証

取
得

支
援

や
ラ

ボ
支

援
。

 
近

は
、

①
サ

ー
ビ

ス
業

の
品

質
向

上
支

援
、

②
輸

出
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

結
成

に
よ

る
海

外
市

場
ア

ク
セ

ス
支

援
、

③
繊

維
産

業
の

環
境

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
構

築
支

援
も

実
施

。
 

関
係

が
あ

る
。

 
製

品
の

品
質

向
上

支
援

か
ら

サ
ー

ビ
ス

業

の
品

質
向

上
へ

の
移

行
が

み
ら

れ
、

品
質

向
上

の
多

様
化

が
み

ら
れ

る
。

 

A
fD

B
 

  

A
fD

B
と

し
て

の
重

点
支

援
の

4
分

野
：

 
「

経
済

改
革

」
（

経
済

競
争

力
強

化
、

中
小

企
業

、
観

光

分
野

へ
の

資
金

面
の

支
援

）
/「

イ
ン

フ
ラ

」
（

道
路

、

橋
梁

、
鉄

道
、

地
方

電
化

な
ど

）
/「

農
業

」
（

灌
漑

な

ど
）

/｢
社

会
セ

ク
タ

ー
｣
（

保
健

、
教

育
な

ど
）

 

リ
ン

鉱
石

開
発

に
か

か
わ

る
環

境
基

準
関

連
の

支
援

を
行

っ
て

い
る

。
 

M
m

e 
B

au
m

on
t 

C
at

ha
er

in
e,

 
C

ou
nt

ry
 E

co
no

m
is

t,A
fD

B
 

 
（

2
0
0
6
年

1
0
月

1
1
日

）
 

チ
ュ

ニ
ジ

ア
に

対
し

て
は

、
左

記
で

述
べ

て
い

る
産

業
支

援
以

外
は

、
品

質
/生

産
性

向
上

分
野

の
支

援
は

現
在

な
い

。
 

出
所

：
JI

C
A
「

チ
ュ

ニ
ジ

ア
国

品
質

/生
産

性
向

上
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

調
査

終
報

告
書

（
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

編
）
」
、

2
0
0
8
年

 

－34－



２－７ わが国援助政策との関連、JICA国別援助実施方針上の位置づけ 

外務省の対チュニジア国別援助計画では、開発上の主要課題、わが国に対する様々なアプロ

ーチ、期待度の高さ等を踏まえたうえで、わが国として中・長期的な観点から、特に優先的に取

り組むべき重点分野、課題として「産業のレベルアップ支援」を３つの柱の１つとしており、更

に、すべての分野において国際競争力をつけることが必要であるが、わが国の得意分野も踏まえ

て、運輸及び情報通信セクターを中心とした経済インフラ、生産・品質管理、生産性向上、中小

企業育成、技術開発、職業訓練等の分野で支援するとしている。 
 また、JICA国別援助実施方針においては、「産業界のレベルアップへの支援」を３つの重点分

野の１つとして、「生産性向上」や「品質管理」の運動は日本企業の国際競争力の原動力となっ

たものであり、この分野での日本の知見や経験がチュニジア企業に貢献することが期待されてお

り、今後も引き続き協力を実施していく基本方針を定めている。 
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第３章 プロジェクトの概要 
 
３－１ プロジェクトの基本計画 

（１）プロジェクト名 
 （和文）品質/生産性向上プロジェクト 
 （英文）Project on Quality/Productivity Improvement 
  要請時は、和文・英文それぞれ、「生産性向上プロジェクト」、「Improvement for Quality 

control and management project」であったが、協力内容及び先行する開発調査との整合性も勘案

し、上記名称とすることとした。 
 
（２）上位目標・プロジェクト目標・成果・活動 

１）上位目標 
優先セクターの中小企業に品質/生産性向上活動が普及する。 
（さらに、 上位目標「チュニジア産業（中小企業）の品質/生産性が向上する」を究

極的な方向性として設定した） 
２）プロジェクト目標 

国家品質事業管理ユニット（UGPQ）、機械・電気産業技術センター（CETIME）、包装

技術センター（PACKTEC）の、優先セクター（電気･電子分野、機械分野、包装分野）に

おける品質/生産性向上に係る普及・支援サービスを提供する能力が向上する。 
３）成 果 

① チュニジア政府内の品質･生産性向上支援に係る組織・体制が整理される。 
② 中小企業の品質･生産性向上活動に係るコンサルティング･サービスを提供するUGPQ、

CETIME、PACKTEC内のコンサルタントが継続的に育成される仕組みがつくられる。 
③ UGPQを中心に、品質/生産性向上活動に係る情報発信能力が向上する。 

４）活 動17 
   １．体制構築・整備 

1-1 プロジェクト実施に係る戦略の策定（育成コンサルタントの数、コンサルティン

グ、普及活動などの目標を含む） 
1-2 年間活動計画及びモニタリング･評価システムの策定 
1-3 モニタリング･評価のフィードバック 
1-4 国内関係機関との連携構築・セミナー等による情報交換 
1-5 海外関係機関との連携構築 
1-6 プロジェクト後の長期的な体制案の策定 

２．コンサルタント育成 
2-1 コンサルタント育成計画の策定（到達が期待されるレベル、モデル企業の選定を

含む） 
2-2 コンサルタント育成活動の実施〔コンサルティング・サービス、オン・ザ・ジョ

ブトレーニング（OJT）を含む〕 

                                                        
17 「３－３ プロジェクト実施上の留意点」の留意事項も参照のこと。 
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2-3 コンサルタント育成活動の評価とフィードバックによる改善案の策定 
2-4 コンサルティング・データの蓄積 
2-5 各種マニュアルの作成・改訂メカニズムの確立 

３．広報･普及活動 
3-1 広報・情報発信戦略の策定 
3-2 セミナー、広報活動の改善（年間4回の企業向けセミナー及び4回の職業訓練校・

民間コンサルタント向けワークショップを含む） 
 

【優先セクターの選定】 
本件プロジェクトの対象セクターは、電気･電子分野、機械分野、包装分野の3セクター

とした。チュニジア側要請にはこの3セクターに加えて皮革・靴分野も含まれていたが、日

本側リソースのアベイラビリティの問題から、これを除外することとした。選定の根拠につ

いて、チュニジア側から、この3セクターは産業政策のなかで特に優先開発業種と指定され

ているわけではないが18、輸出ポテンシャルが非常に高く、輸出促進という国家戦略に沿っ

た選択であるとの説明があった。統計によれば電気･電子分野、機械分野の輸出成長率は製

造業平均に比して高く（第2章参照）、又、包装分野の発展は輸出促進への貢献度が高いこと

から、優先対象セクターとして妥当な選定と判断できる。 
なお、開発調査は、「電気」及び「食品加工」セクターの企業を対象にCETIME及び農産

物加工技術センター（CTAA）とともにパイロットプロジェクトを実施したが、食品加工セ

クターは季節変動が大きい等で必ずしも期待どおりの成果が発現しなかったとして今回の対

象として要請しなかった旨チュニジア側より説明があった。 
 
（３）日本側投入・チュニジア側投入 

１）日本側投入 
① 日本人専門家 

ａ）総括/組織・普及 
ｂ）電気･電子 
ｃ）機 械 
ｄ）包 装 
ｅ）その他必要性に基づく技術分野 

② 機材供与19 
ａ）巡回用車両     2 
ｂ）巡回用ノート型パーソナルコンピューター（PC） 3 
ｃ）巡回用ビデオカメラ 3 
ｄ）セミナー・研修用プロジェクター 1 

③ カウンターパート（C/P）研修 
内容と人数は専門家とC/P機関の協議によりプロジェクト開始後に定められる。 

                                                        
18 産業・エネルギー・中小企業省（MIEPME）は、製造業において優先開発業種を特に定めるこはなく、どの業種も等しく

重要と認識しているとのことである。 
19 「３－３（６）供与機材」も参照のこと。 
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ただし、調査時点で以下を確認した。 
ａ）目 安 

‐コンサルタント6名×1ヵ月×毎3年 
‐政府幹部3名×2～3週間×1年 

ｂ）研修対象者は基本的に公的機関のC/Pとする。 
ｃ）チュニジア側は、シンガポール等第三国の視察を希望しており、これについては第

三国研修（視察）は可能だが、必要不可欠か、限定的なリソースと予算の制約下で

適切な研修先が確保できるかによって決まる旨を説明した。 
④ 現地活動経費 

JICAの規定と予算の制約内で必要に応じて決定される。 
２）チュニジア側投入 

① C/P人員20 
ａ）プロジェクト・ダイレクター     1 
ｂ）プロジェクト・マネージャー   1  
ｃ）UGPQ職員 
ｄ）CETIME職員 
ｅ）PACKTEC職員 
ｆ）秘 書 
ｇ）必要に応じて管理業務職員 

② 施 設 
日本人専門家及びC/Pのための事務所スペースと業務に必要な設備（UGPQ、CETIME、

PACKTEC） 
③ 車両及び機材の保守管理 
④ ローカルコストと管理費（詳細はM/M Annex 4参照） 

ａ）C/P人件費・活動諸手当 
ｂ）施設･設備・機材の維持管理費 
ｃ）その他運営管理費   

 
（４）外部条件とリスクの分析 

１）成果達成のための外部条件 
・C/Pの他の組織への大幅な異動がない。 

２）プロジェクト目標達成のための外部条件 
・品質･生産性向上支援活動の実施や体制維持に必要な予算･人員が適切に配置される。 

３）上位目標達成のための外部条件 
・政府の品質･生産性向上普及に係る方針が大きく変更しない。 
・優先セクター企業の品質/生産性向上のニーズが変わらない。 

４） 上位目標達成のための外部条件 
・優先セクター以外にも適切に普及する政府方針が大きく変わらない。 

                                                        
20 活動に応じてのC/P配置については協議議事録（M/M）Annex2 （Plan of Operation）を参照のこと。 
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・各セクター企業の品質/生産性向上のニーズが変わらない。 
 

（５）協力期間 
１人目の専門家派遣から3年間（ラマダンのタイミング等も踏まえ、2009年10月開始の予

定） 
 

（６）協力相手先機関（詳細は以下３－２参照） 
UGPQ、CETIME、PACKTEC〔C/Pの配置は討議議事録（R/D）ANNEX V及び業務実施計

画（PO）参照〕 
 
（７）受益対象者 

UGPQ及び技術センター職員（直接的にはCETIME及びPACKTECの20名、間接的には他の

センターも含めて60名）、民間コンサルタント30名、モデル企業約60社、優先セクターの中

小企業約1200社 
 
３－２ プロジェクトの実施体制 

 プロジェクトは図3－1の略図に示したように、MIEPME傘下のUGPQ、CETIME、PACKTECの

3機関を実施機関とし、又、他の6分野の技術センター、産業・商業・工芸連盟（UTICA）21、研

究・コンサルティング・研修企業組合（CSNEECF）22からもセミナー、ワークショップへの参加、

合同調整委員会（JCC）メンバー参加等という形での協力を得て実施する。 
 
（１）実施機関の概要 

１）UGPQ 
●設立の経緯と活動 
 第2章で述べた産業レベルアップ計画（PMN）の枠組みのなかで、品質管理技術及び生

産性向上活動の普及という具体的課題に対応するユニットとして2005年７月にMIEPME内
に設立された。部局には属さず、大臣官房直轄の組織である。法令上のミッションは次

のとおりである。 
・品質、安全、衛生、安全管理の方法の啓発 
・同分野の専門家、国内コンサルタント及び企業内品質責任者養成 
・試験所支援活動 
・以下３フェーズで2010年までの活動 

‐フェーズⅠ（1年） 
品質・安全性向上コンサルタント養成セミナー6回、経営者向け品質･安全性向上啓

発セミナー12回、100社へ品質･安全性向上技術支援 
 

                                                        
21 チュニジア 大の経済団体連合で、約15万社が加盟する。15のセクター別協会（フェデレーション）で構成され、更に各

協会の下にはサブセクター別の全国同業組合（CSN）が組織されている。本件プロジェクトには、電気・電子フェデレー

ション、機械フェデレーション等が関与することになる。 
22 民間コンサルタントのCSN。UTICAのサービス業協会に属する。 
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‐フェーズⅡ（3年） 
品質・安全性向上コンサルタント養成セミナー8回、経営者向け品質･安全性向上啓

発セミナー12回、500社へ品質･安全性向上技術支援 
‐フェーズⅢ（1年） 

認証を得られなかった企業への支援、評価総括 
 

●予算と組織 

UGPQは特定の予算をもたず、人件費及び一般管理費はMIEPME予算より支出される。

PMNの活動費は産業競争力強化基金（FODEC）により支出される23。 
欧州連合（EU）のイニシアティブによる産業近代化計画（PMI）においては「品質管

理」を担当としており、同計画の5,000万ユーロの資金のうち700万ユーロが企業の認証取

得支援に係る資金として割り当てられている。またUGPQは、国家標準化・産業財産権機

関（INNORPI）、中央分析試験機関とともに、品質向上国家計画（PNQ）の一翼も担って

いる。 
組織図は図３－２に示したとおりである。2009年2月現在、常勤スタッフは16名で、う

ちコンサルタントの8名は各技術センターからの出向者である。 
 

                                                        
23 管理費や活動予算の具体的金額については回答を得られなかった。FODECのほか、PMIにおける国際コンサルタントの経

費に関してはEUが負担。 
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 資料：UGPQ 

図３－２ UGPQ組織図 

 

●留意点【UGPQの存続期間】 

 UGPQは2010年7月までの時限的組織と大統領令で定められており、新たな法令による

更新がなければ期限の切れた時点で組織は解散することになる。これについては、チュ

ニジア側から、現行期限の到達時点より更に3年間の期限延長を行う大統領令が発出され

る予定であり、その旨はMIEPME大臣も了承済みとの説明であった。したがって、少なく

ともプロジェクト終了予定の2012年までは存続する可能性が極めて高いことが確認され

た。 
 

２）CETIME 
●設立の経緯と活動 

 1982年、MIEPME戦略総局（DGSI）の管轄下にある８つの業種別技術センターのうち

初に設立された。機械、電気・電子機器産業を対象とする。チュニス本部のほか、ス

ファックス、スースに支部を置いており、将来はベジャにも支部を設立する計画である。

運営理事会は12名で構成され、うち理事長と副理事長を含む9名が全国電気電子産業連盟

（FEDELEC）と全国機械産業連盟（FEDMEC）に属する民間人であり、業界団体の意向

を反映した活動が実施されている。 
 主な業務は次のとおりである。 

① 技術支援・経営指導 
② 従業員等に対する研修の実施 
③ 製品の試験・検査サービス 
 これらのサービス業務は主に民間企業を対象とするが、公的機関（国営企業を含む）

に対してもサービスを実施している。 
●予算と組織 
 年間予算は約250万チュニジア・ディナール（TD）（約1億8,000万円）であり、近年の

予算規模は漸増傾向にある。収入のうち約94％は対外サービスによる自己収入で、残り

はMIEPME予算からの収入である。 
 組織図は図３－３に示したとおりである。スタッフ総数118名のうちエンジニア24が43

名（機械部25名、電気部15名、電子部3名）、テクニシャンが25名（機械部13名、電気部

                                                        
24 理工系の大卒資格をもつ。主としてエンジニアがコンサルティング活動に従事する。 

局長（1）

秘書（1） 

PMI エキスパート
（2） 

コンサルタント 
（8） 

対製造サービス業部門 
部長（1） 
課長（1） 

製造業部門 
部長（1） 
課長（1） 
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10名、電子部2名）、管理スタッフが50名である。エンジニア、テクニシャンのうち毎年1

割弱が退職し、そのほとんどは民間企業へ移る。 
 スタッフの研修は年間計画にしたがって実施される。内部ではOff JTとOJT、外部では

民間企業への派遣研修が主体となる。国際協力プロジェクトによる海外研修もたびたび

実施されている。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：CETIME 

  図３－３ CETIME組織図 

 
●留意点【協力内容】 

CETIMEは、チュニジアの８つの技術センターのなかで、 も歴史が古く、管理体制も

しっかりしている。JICAの活動に対しても非常に協力的であり、JICAへの期待も高度な

内容が多い。例えば、同センターの検査設備や検査技術に対する指導、及びセクター内

Direction Generale
（DG） 

技術支援局 管理･予算局 

材料試験課 

検査・分析課 

材料試験課 

電子部 

材料試験課 

検査・分析課 検査・分析課 

開発･研究部

トレーニング・
国際協力部 

情報提供部 
・技術支援（品質、

環境、労働安全、生

産性、 
メンテナンス） 
・エネルギー効率化 
・標準化支援 
・調査、研究開発 
・製品規格評価、電

気製品試験 
・診断、ミザニボ追

跡調査 

電機部 機械部 

・技術支援（品質、

環境、労働安全、生

産性、 
メンテナンス） 
・標準化支援 
・調査、研究開発 
・製品規格評価、電

子製品試験 
・医療機器の認可 
・診断、ミザニボ追

跡調査 

 
・技術支援（品質、

環境、労働安全、生

産性、 
溶 接 、 メ ン テ ナ ン

ス） 
・標準化支援 
・調査、研究開発 
・診断、ミザニボ追

跡調査 

測定課 測定課 測定課 

Dilegations Regionales de Sfax. de Sousse 

開発・マーケティ
ング・情報提供・
国際協力局 

マ ー ケ テ ィ ン
グ部 
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企業のうち、品質・生産性管理レベルの高い企業への更に高度な管理手法（シックスシ

グマなど）の指導、などの希望も訪問中に提示されたが、今回のJICAの支援では、前回

開発調査同様、基本的な5S・カイゼン手法が中心と想定している旨を説明し、M/Mにて

確認した。 
 

３）PACKTEC 
●設立の経緯と活動 

包装・印刷業を対象とする技術センターとして、1996年に設立された。活動は次の６

分野である。 
① 分析・試験 
② コンサルティング 
③ 研 修 
④ パッケージ・デザイン 
⑤ 研究開発 
⑥ 広 報 

   
●予算と組織 
 2008年の年間予算は約100万TD（約7,000万円）であった。収入のうち約65％は各種サ

ービス（分析・試験、研修、技術支援）による自己収入で、残りの35％がMIEPME予算で

ある。2009年は自己収入を70％まで高めることを目標としている。 
 組織図を図3－4に示した。2009年2月現在、職員総数は35名でうち20名がエンジニアで

ある。対企業コンサルティングサービスを担当するのは支援・コンサルティング部で、

コンサルタント6名が所属する。そのうち4名がPMNの枠組みで国際コンサルタント（EU
支援のPMIにより派遣）とともに主に国際標準化機構（ISO）認証取得のためのコンサル

ティング・サービスを実施している。2008年実績として12社に対しコンサルティングを

実施した。 
 スタッフ研修は年間計画に沿って実施され、内部での研修が主体となる。国際協力プ

ロジェクトの一環としての海外研修もある。企業コンサルティングに関しては、若手コ

ンサルタントはシニアコンサルタントとともに企業訪問指導をする過程で、技能、知識、

ノウハウ等を身につけていく。 
 
●留意点【協力内容】 

PACKTECの管轄するセクターに属する企業は、包装材料メーカー、包装容器加工業、

包装表面への印刷業、など多岐にわたり、その活動範囲は広い。これらの企業の業態や

品質・生産性向上への課題などは全く異なることが予想されるため、今度の指導にあた

っては、対象業種をできるだけ絞り込んで、効果的なコンサルティングを行うことが有

効であると考えられた。これを受けて、調査終了後にチュニジア側より、今回プロジェ

クトでは、以下に対象を絞り込む旨連絡があり、5月11日付M/Mにて確認した。 
① ダンボールの製造･加工（Manufacturing and transformation of the cardboard） 
② 金属包装の製造・印刷（Manufacturing and printing of metallic packaging） 
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③ プラスチック包装（Plastic packaging） 
④ 印刷（Printing） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  資料：PACKTEC 

   図３－４ PACKTEC組織図 

 
４）プロジェクトのモニタリング・ネットワーク体制 

上述のとおり本件プロジェクトは、UGPQ、CETIME、PACKTECを直接のC/Pとし、更

にMIEPME内のDGSIや製造産業総局（DGIM）25等が関与し、更に、UTICA参加の業界団

体やCSNEECF等の民間の参画も必要と考えられ、ステークホルダーが多岐にわたる。 
したがって、プロジェクト・ダイレクター（DGSI局長）及びプロジェクト・マネージ

ャー（UGPQ局長）の指名に加えて、以下のJCC及びワーキング・グループを組織して、

プロジェクトの進捗のモニタリングや情報の共有を図ることとしている。 
ａ）JCC（少なくとも年2回開催） 

【機 能】 
① プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に沿ったプロジェクトの年間

計画の監督・見直し 
② プロジェクトの全体的な進捗や目標達成の評価 
③ プロジェクトに関する主要な問題点の解決に係る助言 
④ プロジェクトの達成測定指標の協議・提言 

【メンバー】 
・チュニジア側 

① プロジェクト･ダイレクター（議長） 
② プロジェクト･マネージャー 
③ MIEPME 
④ CETIME 
⑤ PACKTEC 
⑥ UTICA 
⑦ CSNEECF 
⑧ その他 

                                                        
25 DGIMは、特にモデル企業の選定に参画が必要との指摘がDGSIからなされた。 

Director General 

人事・財務部 広報部 支援・コンサルティング技術部 

食品 
ラボラトリー 

紙 
ラボラトリー 

ロジスティクス 
ラボラトリー 
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・日本側 
① 専門家 
② JICAチュニジア事務所 
③ その他関連出張者/派遣者 

 
ｂ）ワーキング・グループ（2ヵ月ごとに開催） 

【機 能】 
① プロジェクトの進捗状況の確認・共有 
② 成功例・課題の共有 
③ 課題の解決に係る検討・調整 

【メンバー】 
・チュニジア側 

① プロジェクト･マネージャー（議長） 
② MIEPME 
③ UGPQ 
④ CETIME（電気） 
⑤ CETIME（電子） 
⑥ CETIME（機械） 
⑦ PACKTEC 

・日本側 
① 専門家 
② 必要に応じその他のJICA関係者 

 
３－３ プロジェクト実施上の留意点 

（１）コンサルティング活動に係る官民の役割分担 
 MIEPMEは、民間コンサルタントは技術センター出身のものも多く、又、UGPQや技術セ

ンターのコンサルティング・サービスにも民間コンサルタントを登用することはたびたびあ

り、協力関係、補完関係にあるといえるとして、政府による民業圧迫にはならないとの認識

であった。また、国としては、育成・訓練した技術センターのコンサルタントが民間に移ろ

うと、産業・経済の発展に貢献しているので、問題とはしないという考えを示した。 
 他方で、CSNEECFでは、民間コンサルタントは技術センターのコンサルタントと不公正

な競争を強いられており、政府は技術センターの自己収入増加を奨励し、活動拡大している

なかで、民間との競合を避けるため、技術センターのミッションをきちんと定義してコンサ

ルティング以外（検査、研究、研修等）に限定すべきではないかといった声も聞かれた。 
 本件プロジェクトの究極的な目標は、チュニジア産業における品質 /生産向上活動の普

及・促進であるが、チュニジア産業界の現状では、本件プロジェクトで扱うような企業の生

産現場における生産管理技術の向上を指導できるコンサルタントは十分に存在せず、又、民

間コンサルタントを傭上できる中小企業も限られると考えられ、技術センターのコンサルテ

ィング・サービスを通じて基本的な品質/生産性向上活動を行う企業層を拡大することは妥

当と考えられる。 
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 他方で、長期的な品質･生産性向上支援に係る組織・体制を検討する際には、将来的な官

民の役割分担の方向性について念頭に置く必要がある。特に、協力の実施中及び実施後の戦

略の策定を支援するプロジェクト活動の際には、UGPQや技術センターの肩幅での現時点の

課題や役割などの部分 適の観点に加えて、民間コンサルタントとその市場育成との関係も

加味して将来的な官民の役割分担も念頭にその課題や役割を考慮する全体 適の視点で指導

助言することに留意することが必要である。 
 
（２）持続可能なコンサルタント育成体制 

 チュニジアにおける品質・生産性向上活動の普及には、チュニジア人が継続的にチュニジ

ア人コンサルタントを育成できるようになることが重要であり、この点は、チュニジア側も

十分に認識していた。 
 本件プロジェクトでは、CETIME、PACKTEC及びUGPQのコンサルタント（それぞれ6～8

名、3名、及び6名程度）をまずは育成してほしいとのチュニジア側の意向が示されたが、同

時に、チュニジア側は、例えばチュニジア人のシニアなコンサルタントが若手とペアになっ

て日本人専門家と企業訪問を行い、後進の育成を行う等の考えももっており、プロジェクト

の後半では、チュニジア人C/Pが前面に出て各種活動を行い、又、チュニジア人人材を育成

できるようになることが期待される。 
 チュニジア側は、企業への実地のコンサルティング活動のみならず、コンサルタントを育

成する内部での研修・座学についても、チュニジア側が継続的に行える能力を向上させるこ

とを期待しており、日本人専門家とチュニジア人コンサルンタントが研修・座学の指導や、

マニュアルの作成・改訂を共同して行い、 終的にはチュニジア側が独自にできるようにな

ることが望まれる。 
 
（３）モデル企業へのコンサルティング活動・指導技法 

１）モデル企業の選定の際の配慮項目 
詳細は、プロジェクト開始後に専門家とC/Pで決定するが、 小限のクライテリアとし

て以下を確認した。 
‐ターゲットセクターの企業 
‐企業経営者の品質・生産性向上活動に係るやる気・リーダーシップ 
‐活動成果の公表への協力姿勢 

なお、1年目については、事前の準備に時間がかかることから、チュニジア側であらか

じめ40社ほどの候補企業を絞り込み、専門家着任後、同候補から対象企業を選定するこ

ととした。 
２）モデル企業数 

上記クライテリアを満たす潜在的な企業数とそのニーズ、コンサルタントのアベイラ

ビリティにより決まるが、毎年約20企業とする。ただし、１年目は10～12社程度とし、

その後徐々に増やしていく。 
３）目 的 

企業の目に見える成果を生み出すことよりも、コンサルタントの訓練を主目的とする。

C/P（コンサルタント）が主導的な役割を果たし、日本人専門家は後方から支援･助言す
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る。また、チュニジア人コンサルタントが徐々に後進コンサルタントを自ら指導できる

ようにする。 
４）カイゼン技法 

開発調査同様、新規の機械設備の導入を伴わずとも可能な品質/生産性向上の余地が残

されているとの前提で、診断･指導を行う。具体的な改善手法は、セクターや個別の企業

に即して判断するが、開発調査で用いたレイアウト改善、5S、QC7つ道具等を中心に行う

想定。 
なお、DGIM、FEDELEC、CETIME等からは、前回の開発調査で扱わなかった手法（特

にシックスシグマ）等の指導の期待が表明されたが、今回のプロジェクトでは、前回の

開発調査と同様に、基本的な5S・カイゼンを中心とすることを想定している旨説明した。 
これは、シックスシグマ等、基本的な5Sやカイゼンのレベルを達成してから取り組む

べき企業は（視察先でも存在したものの）非常に限定されるため、品質・生産性向上に

取り組む企業層の拡大の面では効果が薄いことと、上記（１）の官民の分担の観点から

もこうしたいわばハイエンドな企業層向けののコンサルタント活動は民間コンサルタン

トに委ね、技術センターはより基礎的な技法で多くの中小企業の底上げを図り、それら

がハイエンドな企業層への移行につながるような役割に限定することが適当との考えに

よる。 
５）指導効果の測定 

上記２）の目的の一方で、企業へのコンサルティング・サービスの効果がその後企業

成長等の面でどのように現れたかを捕捉できる仕組みやツール、その運用を支える能力

をチュニジア政府関係機関が備えることは重要であり、チュニジア側が設けるそのよう

な取り組みを通じ協力中、協力後のインパクトを把握する試みにも留意が必要である。 
 

（４）セミナー・ワークショップの実施 
 チュニジア側からは、技術センター内のコンサルタントの育成に限らず、民間企業への普

及活動や潜在的なコンサルタント層の育成についても協力を求められた。 
 具体的には、以下のセミナー・ワークショップへの支援を期待されている。 
●企業向けセミナー（年4回：チュニス2回、スファックス1回、スース1回、各１日） 
●教育機関（大学・職業訓練校）での教員・学生向けワークショップ（年4回：チュニス2回、

スファックス1回、スース1回、各2～3日） 
 いずれも、日本人専門家及びチュニジア人コンサルタントが講師として参加し、徐々にチ

ュニジア人講師が前面に出て講師を務められるようになることが期待されている。 
 なお、チュニジア人C/Pの旅費等はチュニジア側負担とし、日本人専門家の旅費やセミナ

ー開催費（場所の借りあげ、通訳手配、資料印刷）は日本側負担とすることで基本合意して

いる。 
 
（５）UGPQの存続・長期体制づくり 

 UGPQは政令（Decree）により2010年までの時限的組織とされており、プロジェクト期間

中の存続が当初懸念されたが、チュニジア側の説明によれば、現行期限の到達時点より更に

3年間の期限延長を行うDecreeが発出される予定であり、その旨はMIEPME大臣も了承済み
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との説明であった。M/Mでは2013年までは存続する可能性が高い旨を確認した。 
 なお、プロジェクトの活動項目1-6「プロジェクト後の長期的な体制案の策定」では、プ

ロジェクト終了後、UGPQが恒久的な組織として再編されるべきか、他の組織に移行すべき

か等も含めて検討することを想定している。 
 
（６）供与機材 

 供与機材については、そのメンテナンス費用の負担をMIEPMEではなく、技術センターが

行うことが適当であるとして、チュニジア側より、いずれも技術センターの資産として、か

つ、UGPQもそれらを使用できる整理とすることが提案され、これに合意した。 
 チュニジア側からは、巡回指導用のノートPC、ビデオカメラについては、電気・電子、

機械、包装の3セクター別の企業へのコンサルティング活動を想定してそれぞれ3台

（CETIME 2台、PACKTEC 1台）の供与を決定したが、チュニジア側からは、UGPQのコン

サルタントもこれら活動に参加するため、4台ずつとしてほしいとの希望が寄せられたが、

あくまで3セクターでの活動を想定するため、3台ずつとした。車両についても4台の供与を

求められたが、JICAとしては原則として車両の供与には厳しい態度をとっていることを説

明し、又、CETIME、PACKTECともに少なくとも数台の車両を保有する（ただし、PMI等の

コンサルティング活動にも使用）一方で、前回の開発調査でも必ずしもタイムリーに車両を

使用できなかったことも踏まえて、2台の供与に合意した。また、プロジェクターについて

も巡回指導に必要なため3台必要との説明があったが、企業への 終コンサルティング報告

のみでの使用程度しか想定されず、又、既にCETIMEやPACKTECは少なくとも1台のプロジ

ェクターを有することから、UGPQにおけるセミナーや研修用として1台のみの供与を認め

た。 
 これらのほかに、コピー機やプリンターの供与も求められたが、チュニジア側の負担を求

めることとした。ただし、UGPQではコピー機が1台しかなく、大量のセミナー用資料の印

刷等には支障を来すことも考えられ、プロジェクト実施に支障を来し、かつ、チュニジア側

の負担が困難である場合にはその供与について検討する必要性が生じる可能性がある。 
 
（７）第三国研修 

 チュニジア側からは、開発調査の提言も踏まえて、シンガポール等での日本の品質/生産

性向上に係る協力の成功例を視察するような機会も可能であればもちたいとの希望が寄せら

れた。リソースへのアクセス等が不明であるため、約束することはできないとして回答した

が、その必要性が認められ、実施が可能であれば、その実現につき前向きに検討することと

したい。 
 
（８）前回開発調査のアウトプットの活用 

 JICAが2006～2008年にかけて実施した開発調査「品質/生産性向上マスタープラン調査」

のアウトプットは、マニュアルをはじめとして今回のプロジェクトでも 大限に活用される

べきである。なお、UGPQ局長は人事異動により当時と異なるが、調査結果についてよく理

解しており、その実現へのコミットメントも高いものが感じられた。 
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（９）プロジェクト実施機関間の連携 
３－２に記したように、UGPQはMIEPME大臣直轄の組織であり、一方技術センターは

DGSIの管轄下にある。すなわち、両機関の間には組織上の上下関係がなく、プロジェクト

に関する意思決定と実行、情報の共有が円滑に行われるか、懸念されるところである。チュ

ニジア側の説明によれば、①各技術センターの局長がUGPQの理事会（Coordination 
Committee）のメンバーであり、一般的な情報共有や意思の伝達については理事会の場で行

われる、②プロジェクトにおける企業コンサルティング活動については、UGPQ、技術セン

ター、当該企業の三者間で内容につき合意を結んでから実施するため問題は生じない26、と

のことであるが、専門家を中心にワーキング・グループ等も活用しつつ、C/P機関間の連携

の促進に留意が必要である。 
 
（10）円借款（ツーステップローン）との連携 

 チュニジアの中小企業に対し、低利かつ中長期の資金を供与することにより、中小企業の

新規創業及び既往企業の事業拡張を促進し、中小企業の生産基盤整備及び銀行・企業部門の

強化を図り、もって同国の産業競争力強化及び新規雇用機会の創出に寄与することを目的と

する、円借款「民間投資支援事業」〔貸付限度額：62億7,700万円、円借款融資契約（L/A）

署名：2007年3月30日、実施機関：MIEPME、中小企業金融銀行（BFPME）〕を実施中（今

後ディスバース予定）。 
 本件プロジェクトのコンサルティング活動では、上記（３）４）のとおり、新規の機械設

備の導入を前提としない診断･指導を行うため、必ずしも本ツーステップローンの借り手企

業と対象が重ならないが、例えば、コンサルティング・サービスの対象企業への指導やセミ

ナー実施の際に、本件円借款事業による中小企業向け融資について周知を図る、円借款実施

機関の求めに応じてモデル企業の推薦や可能な範囲でのデータの提供を行う等の情報共有を

主とした連携の可能性に留意すべきである。 

                                                        
26 先行して実施された開発調査のパイロットプロジェクトは、この方式で実施済み。EUの実施するPMIでのコンサルティン

グも同様の形式で実施されている。 
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第４章 プロジェクトの実施妥当性 
 
４－１ ５項目評価 

（１）妥当性 
 本件プロジェクト計画の妥当性は、以下により高いと判断される。 
１）チュニジア政府政策との整合性 

 ２－１に述べたとおり、チュニジア政府は第11次開発5ヵ年計画（2007～2011年）にお

いて、目標のひとつとして「産業競争力の向上」を掲げており、プロジェクトはそれに

整合する。産業･エネルギー・中小企業省（MIEPME）が推進する産業レベルアップ計画

（PMN）と品質向上国家計画（PQN）にも合致している。 
２）対象セクター選定の適切性 

 優先セクターの選定については、国家計画のなかで特に指定された優先開発セクター

ではないものの、チュニジア政府は輸出ポテンシャルが特に高い産業セクターとして、

電気･電子分野、機械分野、包装分野を本プロジェクトで強化したいと表明している。近

年の電気･電子分野及び機械分野の成長率と輸出の伸び27、又輸出、輸送における包装分

野の重要性を勘案すると、これは妥当な見解と判断することができる。 
３）ターゲット選定の適切性 

 直接の技術移転先とするターゲットグループを国家品質事業管理ユニット（UGPQ）、

機械・電気産業技術センター（CETIME）、包装技術センター（PACKTEC）のスタッフと

しているのは、選定対象セクターを反映しており適切である。他セクター、民間コンサ

ルタントへの波及も期待される（インパクト参照）。 
４）他ドナー活動との関係 

 ２－６に記したとおり、本件プロジェクトは、欧州連合（EU）が実施する品質関連プ

ロジェクトとは重複、競合せず、補完関係にあるといえる。 
５）日本側援助方針との整合性 

 ２－７に記したとおり、外務省対チュニジア国別援助計画において「産業競争力強

化」を開発課題とし、JICA国別事業計画では「産業界のレベルアップ支援」を重点課題

に位置づけており、本件プロジェクトの目標はこれらに合致する。 
６）日本の技術的優位性 

 5Sやカイゼンに代表されるように、生産性向上、品質管理は日本が得意とする分野で

ある。また、過去においてアジアや中南米諸国に対し同分野における技術協力を実施し

てきた実績がある。 
 

（２）有効性 
プロジェクト目標は「UGPQ、CETIME、PACKTECの、優先セクター（電気･電子分野、

機械分野、包装分野）における品質/生産性向上に係る普及・支援サービスを提供する能力

が向上する」である。開発調査「品質/生産性向上マスタープラン調査」のパイロットプロ

ジェクトにおいて、電気・電子分野でのカウンターパート（C/P）機関の能力向上は確認さ

                                                        
27 電気･電子分野、機械分野の生産、輸出については２－１参照。 
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れており、又、パイロットプロジェクト期間中、CETIMEにおいてはC/Pが中心になって対

企業コンサルティング・サービスマニュアルを作成し、それらは現在も活用されている。本

件プロジェクトにおいては、同様の手法を用いつつ、更に本格的な実施体制の下で技術移転

を進めていくことから、目標の達成は十分可能であると見込まれる。 
プロジェクト目標の達成には、広報・普及をはじめとしてセクター横断的な品質/生産性

向上活動全般を推進するUGPQの能力強化と各セクターでの技術指導を行うCETIME・

PACKTECの能力強化が必要となるが、成果３及び成果２がそれぞれに貢献するとともに、

UGPQ及び各技術センター、更には内外関係機関との連携を含めた、チュニジアにおける品

質/生産性向上活動への総合的な支援体制を整理する成果１により、総合的かつ長期的な視

点も含めてプロジェクト目標が達成されることが見込まれる。 
また、成果達成の外部条件「C/Pの他の組織への大幅な異動はない」、及びプロジェクト

目標達成の外部条件「品質・生産性向上支援活動の実施や体制維持に必要な予算が適切に配

置される」は、現状及びチュニジア政府の現時点での意向から判断して確保されると見込ま

れる。 
 

（３）効率性 
 有効性の項で記したように、本件プロジェクトでのコンサルタント育成活動及びその他の

活動は、パイロットプロジェクトにおいて実施した活動を拡大、深化させるものである。パ

イロットプロジェクトの経験を 大限に活用することにより、効率的な実施が期待できる。

また、プロジェクト活動の内容に応じた専門性をもつ日本人専門家を選定し、プロジェクト

日程に適合した現地派遣スケジュールを編成することにより、効率性の向上を図る。さらに、

実施機関の施設・機材は一定の水準を備えていることから、これら既存を施設・機材を極力

活用することによって効率性を高めることができる。 
 一方、効率性を確保するための懸念材料としては、C/P機関がチュニス市内３ヵ所に分散

しているため、関係者間の日常的なコンタクトが取りづらくなるおそれはある。プロジェク

ト内で密接なコミュニケーションを保つよう配慮が必要となろう。また、本件プロジェクト

と同じくUGPQをC/PとするEUの新規プロジェクトとの調整が必要である。２－６に記した

ようにその詳細な内容や実施体制は明らかでないが、UGPQ側では本件プロジェクトC/Pを
EUプロジェクトにも参加させる意向であるため28、活動スケジュールの策定にあたっては十

分な注意が必要である。 
 

（４）インパクト 
 次のような正のインパクトが期待できる。一方、負のインパクトが発生することは予想さ

れない。 
１）上位目標の達成 

 上位目標の「優先セクターの中小企業に品質/生産性向上活動が普及する」は、プロジ

ェクト目標達成後の維持発展により達成可能となる。そのための外部条件である「政府

                                                        
28 UGPQ局長インタビューによれば「両方のプロジェクトに参加することでシナジー効果が出る。ただし、業務が同時期に

重ならないよう調整する」とのことである。 
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の品質・生産性向上普及に係る方針が大きく変更しない」及び「優先セクター企業の品

質・生産性ニーズが変わらない」は、現今の経済情勢とチュニジア政府の方針、計画か

ら判断すれば保持される見通しである。したがって、プロジェクト終了数年後における

上位目標の達成は可能であろう。 
２）多方面への成果の普及 

 プロジェクト目標及び上位目標の対象は優先セクター（電気・電子分野、機械分野、

包装分野）に限定しているが、プロジェクト内の普及・広報活動においては優先セクタ

ー以外の分野を含めた企業やコンサルタント（政府、民間）もセミナー、ワークショッ

プに参加してもらう計画である。また、実施機関のUGPQにおいてはCETIME、PACKTEC
以外の技術センターからの出向者もおり、彼らにも活動の成果は及ぶことが十分期待で

きる29。 
 

（５）自立発展性 
 以下に記したように、自立発展性は確保できると推定される。 
１）政策・制度面 

 昨今の世界的な経済情勢、ビジネス環境から判断すると、チュニジア産業の国際競争

力の強化、民間セクター、わけても中小企業の品質・生産性向上の必要性はますます高

まってくると思われる。チュニジア政府の認識も同様であることから、中長期的に産業

競争力強化、品質・生産性向上に関する大きな政策・制度変更は見込まれず、プロジェ

クトの発展を導くと期待できる。 
２）組織・財政面 

 ３－２（５）に記したように、UGPQがそのまま恒久的な部署として位置づけられる結

果となるか未定であるが、プロジェクトの成果は、実質的にセクターごとの生産現場で

の指導ノウハウを中心に品質・生産性向上支援サービスを実施する技術センターは今後

も存続すると見込まれ、現場指導に係る組織的持続性は高い。同時に、UGPQを中核とす

る長期的な体制の検討自体をプロジェクトのスコープに入れていることから、全体的な

品質/生産性向上支援に係る組織面においても自立発展性は大きく阻害されることはない

と推定できる。また、技術センターの対企業サービスは予算面で近年拡大傾向にあり、

人員数は安定推移していることから、プロジェクト実施により各技術センターがサービ

ス能力を向上させれば、組織面・財務面での強化されることが期待できる。 
３）技術・人材面 

プロジェクト内でのマニュアル作成・改訂、プロジェクト終了後の研修活動継続によ

り技術的継続性は確保できるものと見込まれる。チュニジア側は、例えばチュニジア人

のシニアなコンサルタントが若手とペアになって日本人専門家と企業訪問を行い、後進

の育成を行う等の考えももっており、プロジェクトの後半では、チュニジア人C/Pが前面

に出て各種活動を行い、又、チュニジア人人材を育成できるようになることが見込まれ、

プロジェクト終了後も同C/Pを中心に継続的にノウハウが継承される見込みである。また、

                                                        
29 この理由により、他技術センターのスタッフと民間コンサルタントをプロジェクトの間接的なターゲットグループとして

いる。 
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企業への実地のコンサルティング活動のみならず、コンサルタントを育成する内部での

研修・座学についても、チュニジア側が継続的に行える能力を向上させることを期待し

ており、日本人専門家とチュニジア人コンサルンタントが研修・座学の指導や、マニュ

アルの作成・改訂を共同して行い、 終的にはチュニジア側が独自にできるようになる

ことが見込まれる。 
技術センター人材の離職は現在ある程度発生しており（ほとんどが民間への転出）、政

府やセンター側も離職を防止する対策を特に講じていないが30、優秀な人材の採用とセン

ター内の各種研修により技術水準は維持されていることから、プロジェクト終了後の技

術的継続性にも影響は与えないと思われる。なお、品質・生産性向上技術・技能は知識

として比較的普及しているものの特に中小企業における実践の浸透度は低く、プロジェ

クトによって獲得された技術自体が、チュニジア国内で陳腐化するおそれは当分ないと

予想される。 
 
４－２ 結 論 

 以上のように、本件プロジェクトの妥当性は十分高く、又、有効性、効率性、インパクト、自

立発展性についてもそれぞれ適正で大きな阻害要因はないと推定されるため、プロジェクトの実

施は適切と判断できる。 
 

                                                        
30 MIEPMEは、国全体の産業、経済の発展に寄与するのであれば、技術センタースタッフの民間流出を問題視しないという

スタンスである。 
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第５章 団長所感 
 

チュニジア政府は1995年以来産業レベルアップ計画（PMN）を推進してきており、国家品質

事業管理ユニット（UGPQ）を産業・エネルギー・中小企業省（MIEPME）内に設置するととも

に、PMI（産業近代化計画）、品質向上国家計画（PNQ）など、品質向上を中心とする複数のプ

ログラムを欧州連合（EU）等の支援を受けて進めている。これら複数のプログラムは、

MIEPME、UGPQ、8つの産業セクター別の技術センターを含む多数の関係機関が複雑にかかわ

りあいながら進められている（詳細はJICA開発調査「品質/生産性向上マスタープラン調査」報

告書に詳しい）。 
本件技術協力プロジェクトは、チュニジア政府が前回JICA開発調査によるパイロットプロジ

ェクトの成果を高く評価し、右マスタープラン報告書の提言にある生産性向上にかかる5S、カ

イゼン等による企業診断・指導を行う人材を自律的に育成するとともに、品質・生産性向上支援

に係るチュニジア政府の組織体制の整備への取り組みにおいて、わが国の支援を引き続き求めて

きたものである。右報告書では中・長期的提言（2012年～）として、「品質・生産性向上活動推

進のための組織の確立」をあげている。 
UGPQはMIEPMEによって2005年4月から開始された「PNQ」を推進する機関として設立され、

EU支援によるPMIのうち「品質向上」コンポーネントを担当し、2010年までの時限的組織とさ

れているが、EU支援による次期プログラムが2013年までの予定でEUと協議されていることから、

MIEPME大臣はUGPQを右期限まで存続させる判断をしている。係る状況のなかでチュニジア政

府は、本件技術協力プロジェクトの3年間（2009～2012年）の過程を通して、右JICAマスタープ

ランの提言にある組織の確立を含めた品質・生産性向上活動推進のための実施体制を検討したい

としている。 
 
１．技術協力プロジェクトの内容について（MIEPME、UGPQとの協議） 

今次協議において、協力内容に関しての確認事項としては次の4点があった。①企業に対して

品質/生産性向上に係るコンサルティングを行う指導員（コンサルタント）の養成をチュニジア

側機関の誰が行うのか？（誰が指導員養成官？）②JICA専門家は指導員の養成と指導員養成官

の育成のどちらに比重をおいて指導するのか？③UGPQ、技術センターの官の指導員のみを直接

のターゲットとするのか、民間のコンサルタントも含むのか？④品質/生産性向上のベーシック

な手法（5S、カイゼン等）を広く普及するのであれば、セクター横断的に汎用性があるため、

今回対象の3セクター（電気・電子、機械、包装）以外にもプロジェクト活動を広げることがで

きるのか？ 
協議の結果、①について、先方は指導員養成官についての明確な選定基準や資格等の考えは

なく、本件技術協力プロジェクトのカウンターパート（C/P）として選出する約20名の指導員

（エンジニアとの肩書きをもつ者が多い）の育成を通して彼らを組織内の技術移転の核として育

てていくとともに、将来的には民間コンサルタントへの普及も行っていきたいとの要望をもって

いることを確認した。②については、係る要望を踏まえ、1年目の活動においてJICA専門家は右

指導員の養成に重点を置き、2年目、3年目は彼らを「組織内の技術移転の核」、又は「指導員養

成官」として、座学やオン・ザ・ジョブトレーニング（OJT）コンサルティング業務のなかで育

成していくことが想定される。③④についてはUGPQ、技術センターの官の指導員のみを直接の
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C/Pとすることを確認した。なお、UGPQに出向している各技術センター出身の指導員への指導

を通しての他セクターへの普及も幾分想定することができるものと思料。また、セミナーやワー

クショップなどのプロモーション活動において、民間コンサルタント及び他セクター関係者も参

加者として含める予定であるものの、今回対象の3セクター以外への普及は主にプロジェクト終

了後のC/P機関側の課題となる。 
これら協議の結果を踏まえて、今次協力内容を、①品質・生産性向上支援に係るチュニジア

政府の組織体制の整理、②UGPQ、機械・電気産業技術センター（CETIME）、包装技術センター

（PACKTEC）における品質/生産性向上に係る企業診断・指導を行う人材を自律的に育成するシ

ステムの構築、③UGPQを中心とした品質/生産性向上活動の普及能力の改善、の3つのコンポー

ネントの成果達成を通じて、プロジェクト目標「UGPQ、CETIME、PACKTECの優先セクター

（電気・電子、機械、包装）における品質/生産性向上に係る普及・支援サービスを提供する能

力が向上する」をめざすものとして、チュニジア側と合意した。 
 
２．CETIMEとの協議 

10年以上前から継続的にJICAの協力を受け、生産性向上分野の指導に取り組んできており、

前回マスタープラン調査のパイロットプロジェクトでも、これら継続的に進められてきた協力の

蓄積があったからこそ、よい成果を出せたものと思われる。今回の技術協力プロジェクトにおい

てはCETIMEからは6～8名のC/Pを任命する予定であるが、CETIMEではクライアント企業からの

要望を受け、随時部署横断的なタスクチーム（プロジェクトチーム）をつくり指導を行う体制を

とっていることから、C/Pエンジニア（コンサルタント）の選出には、対象企業の選定と同じタ

イミングになるものと思われる。なお、C/P選出の際は熟練レベルのエンジニアから経験の浅い

レベルのエンジニアまで幅広く参加させたいとの説明があった。 
CETIMEからはJICA協力により継続的積み重ねてきたノウハウを更に補強したいとの意識も強

く、シグマシックス等のハイレベルの手法も学びたいとの要望があったが、当方からは、5S、
カイゼン等の基本手法をしっかりと現場で指導でき、又後進にも教えられることが、本プロジェ

クトが考える「高いレベル」（目標）であり、ハイレベルの手法自身は対象にしないとの意向を

伝えた。この点CETIME側も十分趣旨を理解・賛同を得られたものと思料。また本プロジェクト

の趣旨についても、個別企業の診断・生産性向上自体が目的ではなく、チュニジア側C/P機関内

でこれら指導のできる人材を育成できる仕組みづくりを目的としていることを説明し、先方の理

解を得た。 
〔企業訪問〕 

前回マスタープラン調査時のCETIMEのパイロット指導先企業（車両用ワイヤーハーネス

下請け製造）であり、JICAプログラムの結果を評価している。右パイロットでの指導以降

はPMNのフェーズⅡに申請し、既に補助金の承諾を受けている模様。 
 
３．PACKTECとの協議 

PACKECからはコンサルティング支援部から3名のエンジニア（うち１人はUGPQに出向中）

が本件技術協力プロジェクトのC/Pとして選出される予定。PACKTECもCETEIMEと同様に、

PMIの枠組みで企業に対する国際標準化機構（ISO）認証取得に向けたコンサルティング・サー

ビスを行っており、企業からは指導料金の3割を徴収し、残り7割をMIEPMEの産業競争力強化
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基金（FODEC）から得ている。本件技術協力プロジェクトで現場の企業・工場診断OJTを行う際

の指導料金について質問したところ、CETIMEと同様無料とする予定である旨回答あった。この

点MIEPMEからドナー協力により提供するコンサルサービスは無料とする公式通達が出ていると

の説明があった。 
コンサルティング支援部の6名のエンジニアのうち4名がPMIの枠組みでフランスからの国際コ

ンサルタントと一緒に5S、シングル段取り（SMED）、ISO認証等に係る指導（コーチング）を行

っており、今回選出される3名はこれら活動と同時並行的にJICAプロジェクトにかかわることに

なる。彼らは主に品質管理指導に携わっており、フランスのコンサルタントの支援を受け5S等
についての指導も行ってきているが、期間が短く浅いものに終わっていることから、これら生産

性向上のノウハウはやはり日本の専門家の支援の下で日本の経験を学びたいとの強い期待が表明

された。また、PNQへの参加から漏れてしまっている企業にも広くサービスを提供したいとの動

機も働いている。 
包装業界は食品加工から化学、印刷まで幅広いセクターにかかわっていることから、現在の6

人のエンジニアによるコンサルサービスでは十分対応できないため、外部民間コンサルの登録デ

ータベースのなかからその都度依頼企業の業態に強い民間コンサルに委託して対応している。な

お、今次協力においてJICA専門家に期待する分野については業種をより絞り込むことをチュニ

ジア側で検討している。また先方から、まずはJICA専門家からPACTECエンジニアに技術移転を

行い、その後PACTECエンジニアから民間コンサルに技術移転を図っていきたいとの要望も伝え

られた。 
 
４．その他留意事項 

（１）チュニジア側実施体制について 
上述のとおり、チュニジア政府はPMI、PNQを進めており、本技術協力プロジェクトの

C/PのUGPQ、CETIME、PACKTECは2010年3月までこれら品質向上に係る業務で手一杯であ

ることから、プロジェクト初年度はモデル企業の選定数も若干抑えたいとの要望が伝えられ

た。本プロジェクト開始初期においてはプロジェクト実施戦略の策定や年間活動計画の策定

などの活動も想定されることから、チュニジア側C/Pのアベイラビリティを見たうえで柔軟

に活動計画を立てることが必要であろう。 
今次協議においては、UGPQの局長は前回マスタープラン調査後に人事異動で新任の方

（前PACKTECコンサルティング支援部長）となっており、前回調査に直接かかわっていた

わけではなかったものの、前回調査の提言内容等も十分把握しているようであった。右提言

を踏まえたうえで、本技術協力プロジェクトの品質/生産性向上の普及活動として、民間企

業を対象にしたセミナー（年4回）及び大学や職業訓練校などでの訓練プログラムの一環と

してのワークショップ（年4回）の開催を、JICAの支援を得ながら進めたいとの強い意向が

示され、プロジェクト目標達成に向けたUGPQ局長の意識の高さが感じられた。また、協議

前に事前に協議議事録（M/M）関係資料にも目を通しており、協議時もポイントを重点的

に議論することができたため、効率的に協議を進めることができた。 
CETIME、PACKTECについても、今回協議時にはセンター長が不在であったが、両セン

ター長代理からも前回マスタープラン調査の評価を踏まえ、今次協力への高い期待の表明と

強いコミットメントの意図表明があった。 

－57－



これら先方関係者の積極的な姿勢は、5S、カイゼン等わが国が有する品質/生産性向上に

係るノウハウ・経験を吸収してチュニジアの風土にあった形で根付かせたいとするチュニジ

ア側の意識の高さを表すものと判断できる。 
 
（２）円借款事業「民間投資支援事業（ツーステップローン）」 

当初の検討事項となっていた円借款事業「民間投資支援事業（ツーステップローン）」と

の連携については、チュニジア側の手続きの遅れにより円借款資金のディスバースが進んで

いないこともあり、具体的に今回技術協力プロジェクトの対象企業とツーステップローン融

資先企業との整合・関係性をもたせることは想定していない。他方、将来的にはお互いの対

象企業に関する情報等のシェアを行うなどの連携を検討していく余地はあるものと思料。 
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